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伊方原発訴訟第一一審判決

1．核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律23条1項

に基づき内閣総理大臣のした原子炉設置許可処分につき，原子炉施

設付近の住民はその取消を求める原告適格を有するとした事例

2．上記許可処分における原子炉施設の安全審査に手続上の違法はな

いとした事例

3．上記許可処分における原子炉施設の安全性の認定は，内閣総理大

臣の裁量事項であるとした事例

4．内閣総理大臣による上記原子炉施設の安全性の認定が相当である

とされた事例

、
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一
本
件
は
、
愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
九
町

越
に
原
子
力
発
電
所
の
建
設
を
予
定
し
て
い
た
四

国
電
力
株
式
会
社
か
ら
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

規
制
法
と
い
う
。
）
二
三
条
一
項
に
基
づ
く
申
請

を
受
け
て
、
Ｙ
（
内
閣
総
理
大
臣
）
が
昭
和
四
七

年
二
月
二
八
日
に
し
た
発
電
用
原
子
炉
設
置
許

可
処
分
に
対
し
て
、
Ｘ
ら
（
西
宇
和
郡
内
の
住
民

三
三
名
）
が
原
子
炉
の
安
全
性
の
審
査
に
暇
疵
が

あ
る
等
主
張
し
て
提
起
し
た
取
消
訴
訟
に
対
す
る

本
案
判
決
で
あ
る
。
・
そ
の
約
一
年
後
で
あ
る
昭
和

四
八
年
秋
、
い
わ
ゆ
る
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

て
以
来
、
世
界
の
先
進
国
は
石
油
か
ら
ウ
ラ
ン
へ

と
手
不
ル
ギ
ー
政
策
を
転
換
し
、
着
灸
と
原
子
力

発
電
所
の
建
設
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事

情
を
反
映
し
各
国
に
お
い
て
各
種
の
反
対
運
動
が

起
こ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
原
子
力
発
電
所
の
建

設
、
操
業
の
阻
止
を
求
め
る
訴
訟
が
多
数
提
起
さ

れ
て
い
る
。
我
国
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
数
か

所
に
お
い
て
こ
の
種
の
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
下
さ
れ
た
本
判
決

は
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
関
す
る
我
国
初

の
司
法
判
断
と
し
て
各
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
い

た
。

二
本
件
の
争
点
は
法
律
面
、
事
実
面
と
も
に

複
雑
多
岐
に
亘
る
が
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性

と
い
っ
た
実
体
判
断
に
至
る
ま
で
に
は
原
告
適
格

と
い
う
難
関
を
く
ぐ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

Ｙ
は
Ｘ
ら
の
原
告
適
格
に
つ
き
、
「
本
件
許
可

処
分
の
取
消
を
求
め
得
る
の
は
、
法
律
上
の
利
益

を
有
す
る
者
（
行
訴
法
九
条
）
、
即
ち
、
本
件
許

可
処
分
に
よ
り
法
的
に
保
護
さ
れ
た
権
利
利
益

を
侵
害
さ
れ
た
者
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
規
制
法

二
三
条
、
二
四
条
は
公
共
の
安
全
を
図
る
も
の
で

あ
っ
て
、
Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
を
個
別
具
体
的

に
保
護
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
Ｘ
ら
の
主

張
す
る
被
害
は
本
件
原
子
炉
の
運
転
の
結
果
生
ず

る
多
量
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

四
国
電
力
に
対
し
原
子
炉
を
設
置
し
得
る
法
的
地

位
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
本
件
許
可
処
分
に
よ
り

生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
本
件
許
可

処
分
の
公
定
力
の
及
ぶ
範
囲
は
右
法
的
地
位
の
付

与
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
Ｘ
ら
が
右

損
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｘ
ら

は
四
国
電
力
を
被
告
と
し
て
妨
害
予
防
等
の
民
事

訴
訟
を
提
起
す
れ
ば
足
り
る
。
」
と
主
張
し
て
、

こ
れ
を
否
定
し
た
。
Ｘ
ら
は
こ
れ
に
対
し
、
「
Ｘ

ら
の
生
命
、
身
体
等
は
規
制
法
二
三
条
、
二
四
条

に
よ
っ
て
個
別
具
体
的
に
保
護
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
憲
法
上
最
大
の
尊
重
を
受
け
る
べ
き
権
利
利
益

で
あ
る
。
本
件
許
可
処
分
は
そ
れ
自
体
で
直
ち
に

Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
に
影
響
を
及
ば
す
も
の
で

は
な
い
が
、
本
件
原
子
力
発
電
所
を
安
全
な
も
の

と
し
て
、
そ
の
設
置
運
転
を
許
可
す
る
も
の
に
外

な
ら
ず
、
こ
れ
に
通
常
後
続
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
も

本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｘ
ら
の
権
利
利
益
が
侵

害
さ
れ
る
か
否
か
は
一
・
般
的
、
抽
象
的
に
判
断
す

べ
き
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
万
一
事
故
が

発
生
す
れ
ば
Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
が
侵
害
さ
れ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
許
可
処
分

に
よ
り
ｘ
ら
の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
」
と
反
論
し
た
。

本
判
決
は
、
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
と

ば
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
当
該
行
政
処
分
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に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
規
制
法
二
四

条
一
項
四
号
は
公
共
の
安
全
を
図
る
と
同
時
に
、

原
子
炉
施
設
周
辺
住
民
の
生
命
、
身
体
等
を
保
護

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
件
原
子
炉
の

平
常
運
転
に
お
い
て
放
射
性
物
質
を
規
制
値
以

上
放
出
す
る
事
態
が
発
生
す
れ
ば
、
Ｘ
ら
の
う
ち

本
件
原
子
炉
の
近
辺
に
居
住
す
る
者
に
は
放
射
線

障
害
に
よ
り
発
病
す
る
蓋
然
性
が
あ
り
、
ま
た
Ｘ

ら
は
い
ず
れ
も
本
件
原
子
炉
で
炉
心
溶
融
等
の
事

故
が
発
生
し
て
格
納
容
器
が
破
損
す
る
と
、
急
性

放
射
線
障
害
に
よ
り
死
亡
又
は
発
病
す
る
蓋
然
性

の
あ
る
者
で
あ
る
。
Ｘ
ら
の
主
張
の
趣
旨
は
、
本

件
許
可
処
分
に
際
し
て
な
さ
れ
る
原
子
炉
の
安
全

審
査
に
過
誤
、
欠
落
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｘ

ら
が
本
件
原
子
炉
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
ら
の
主
張
す
る
被
害
が
原
子

炉
の
運
転
と
い
う
事
実
行
為
に
よ
り
発
生
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
本
件
許
可
処

分
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
」
と
し
て
Ｘ
ら
に
本
件
許
可
処
分
の
取
消
を

求
め
る
原
告
適
格
を
認
め
た
。

行
訴
法
九
条
の
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る

者
」
の
意
義
（
原
告
適
格
）
に
つ
い
て
は
、
い
わ

ゆ
る
法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
救
済
説
と
、
法
的

保
護
に
価
す
る
利
益
救
済
説
と
が
あ
る
が
、
通

説
、
判
例
は
前
説
を
と
っ
て
い
る
（
最
高
裁
事
務
総

局
編
・
続
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
一
三
七
以
下
、

南
博
方
編
。
注
釈
行
政
事
件
訴
訟
法
一
○
七
以

下
）
。
ま
た
最
近
現
わ
れ
た
最
三
判
昭
粥
・
３
．

型
（
本
誌
八
八
○
・
二
、
但
し
、
直
接
に
は
景
表

法
一
○
条
六
号
に
基
づ
く
不
服
申
立
に
つ
き
、
申

立
適
格
の
有
無
を
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
も

こ
の
説
を
と
り
、
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者

と
は
、
当
該
処
分
に
よ
り
自
己
の
権
利
若
し
く
は

法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
さ
れ
又
は
必
然

的
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
を
い
う
。
」

と
判
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
法
的
利
益
救

済
説
に
立
つ
場
合
に
は
、
①
侵
害
の
対
象
と
い
う

面
か
ら
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
利
益
は
当
該
行
政
処

分
の
根
拠
法
規
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
必
要
が

い
あ
る
か
②
否
か
、
②
侵
害
の
態
様
に
は
当
該
権

利
利
益
が
㈹
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
③
当
該
処
分
に

通
常
伴
う
後
続
行
為
に
よ
り
必
然
的
に
侵
害
さ
れ

る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
、
⑧
当
該
処
分
に
通
常
伴

う
後
続
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
蓋

然
性
が
あ
る
場
合
、
㈲
当
該
処
分
に
通
常
伴
う
後

続
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
単
な
る

可
能
性
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
等
が
あ
る
が
、

ど
の
段
階
ま
で
の
要
件
を
必
要
と
す
る
か
、
③
侵

害
の
有
無
の
判
断
は
㈹
主
張
さ
れ
て
い
る
違
法
事

由
が
あ
る
と
仮
定
し
た
上
で
す
る
か
、
㈲
違
法
事

由
の
有
無
を
判
断
し
た
上
で
す
る
か
等
い
く
つ
か

の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
右
最
判

に
よ
る
と
㈲
説
に
な
る
が
、
本
判
決
は
憲
法
上
も

保
障
さ
れ
て
い
る
人
格
権
又
は
財
産
権
で
あ
る
Ｘ

ら
の
生
命
、
身
体
、
財
産
に
つ
き
、
こ
れ
ら
が
規

制
法
二
四
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

問
題
と
し
て
い
る
の
で
、
⑳
説
に
立
つ
も
の
と
い

え
よ
う
。
②
に
つ
い
て
は
、
右
最
判
が
㈲
説
を
と

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
い
説
で

あ
る
（
も
っ
と
も
㈲
説
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
）
。
③
に
つ
い
て
は
、
右
最
判
の
立
場
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
本
判
決
は
「
原
子
炉
事
故
が

発
生
し
た
場
合
等
に
は
」
と
仮
定
の
上
に
立
っ
て

蓋
然
性
の
有
無
を
論
じ
て
い
る
か
ら
、
実
質
的
に

は
④
説
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
権
利
利
益
の
侵
害
が
原
告
適
格
の
要

件
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
権
利
利
益
の

救
済
訴
訟
と
し
て
の
抗
告
訴
訟
を
民
衆
訴
訟
か
ら

区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
抗
告
訴
訟
で
あ

る
本
件
で
は
Ｘ
ら
の
権
利
利
益
の
侵
害
の
有
無
が

問
題
と
な
る
が
、
Ｙ
の
主
張
す
る
よ
う
に
本
件
許

可
処
分
は
四
国
電
力
に
原
子
炉
を
設
置
し
得
る
法

的
地
位
を
付
与
す
る
に
過
ぎ
ず
、
直
接
Ｘ
ら
の
権

利
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

本
件
処
分
が
な
け
れ
ば
Ｘ
ら
の
損
害
は
生
じ
な
い

と
の
関
係
は
あ
る
か
ら
、
一
種
の
予
防
訴
訟
と
し

て
本
件
許
可
処
分
の
取
消
を
求
め
る
訴
訟
を
認
め

て
も
、
こ
れ
が
民
衆
訴
訟
と
な
る
わ
け
で
は
な
い

（
②
の
㈲
説
）
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
取
消
訴
訟

が
公
定
力
の
排
除
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
の
矛
盾

が
生
ず
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
な
お
、
違
法

事
由
の
有
無
は
本
案
の
問
題
で
あ
り
、
本
案
判
決

の
要
件
と
し
て
の
原
告
適
格
に
お
い
て
判
断
す
る

必
要
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
③
の
价

説
）
。
も
っ
と
も
、
処
分
自
体
に
よ
っ
て
直
接
権

利
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
通
民
常

事
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
取
消
訴
訟
に
よ
っ
て
Ｘ
ら

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
予
防
す
る
こ
と
を
認
め
る

か
否
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
立
法
政
策
の
問
題
に

帰
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
本

件
に
お
い
て
、
法
が
Ｘ
ら
に
取
消
訴
訟
原
告
適
格

を
認
め
て
い
る
か
否
か
は
、
本
件
許
可
処
分
に
当

た
り
、
Ｘ
ら
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
行

政
権
の
発
動
が
規
制
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り

決
す
る
こ
と
に
な
る
（
①
の
价
説
）
。
そ
の
意
味

で
は
規
制
法
二
三
条
、
二
四
条
が
Ｘ
ら
の
生
命
、

身
体
、
財
産
を
一
般
公
益
と
し
て
で
は
な
く
、
個

別
具
体
的
に
保
護
し
て
い
る
か
否
か
が
最
大
の
論

点
と
な
ろ
う
。
本
判
決
は
二
四
条
一
項
四
号
が
許

可
基
準
と
し
て
原
子
炉
等
の
安
全
性
を
掲
げ
て
い

る
こ
と
を
も
っ
て
公
益
の
み
で
な
く
、
Ｘ
ら
の
生

命
、
身
体
、
財
産
等
も
個
別
的
に
保
護
し
て
い
る

と
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
Ｙ
の
主
張
す

る
と
お
り
、
公
益
規
定
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
り
、
疑
問
な
し
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
規
定
の
仕
方
が
公
益
規
定
的
で

あ
る
と
し
て
も
、
Ｘ
ら
の
生
命
、
身
体
等
に
対
す

る
侵
害
を
抜
き
に
し
て
安
全
性
を
論
ず
る
こ
と
は

で
き
ず
、
ま
た
右
規
定
は
実
質
的
に
は
相
隣
関
係

を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
保

護
さ
れ
て
い
る
権
利
利
益
を
常
に
一
般
公
益
に
解

消
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
（
こ
の
点
で
本

件
は
前
記
最
判
と
は
事
情
が
大
い
に
異
な
る
。
な

お
本
件
の
類
似
事
案
と
し
て
は
、
札
幌
地
決
昭

坐
。
８
。
”
行
集
二
○
・
八
Ⅱ
九
・
九
二
九
、
本

誌
五
六
五
。
二
三
諺
東
京
地
判
昭
銘
。
ｎ
．
６
行

集
二
四
。
二
。
一
二
・
二
九
一
、
本
誌
七
三

七
。
二
六
、
札
幌
地
判
昭
訂
・
７
．
羽
、
本
誌
八

三
九
。
四
五
、
札
幌
高
判
昭
矼
・
８
．
５
本
誌
八

二
一
・
二
一
が
あ
る
。
）
。

な
お
、
本
判
決
は
原
子
炉
建
設
予
定
地
か
ら
二

○
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
居
住
す
る

者
に
も
原
告
適
格
を
認
め
て
い
る
が
、
住
民
に
原

告
適
格
を
認
め
る
と
し
て
も
そ
の
範
囲
を
い
か
に

画
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
な
お
解
決
困
難
な
問
題

と
し
て
残
っ
て
い
る
（
原
田
尚
彦
・
環
境
権
と
裁

判
一
三
六
以
下
）
。

三
本
件
許
可
処
分
は
、
規
制
法
二
三
条
一
項

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
二
四
条
二
項
に

よ
り
、
Ｙ
は
許
可
申
請
が
あ
る
と
、
許
可
す
る
前
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に
あ
ら
か
じ
め
原
子
力
委
員
会
の
意
見
を
聞
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た

原
子
力
委
員
会
は
、
科
学
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
安
全
審
査
会
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全

性
に
関
す
る
調
査
結
果
を
得
た
上
で
、
そ
の
意
見

を
確
定
し
、
Ｙ
に
答
申
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
原
子
力
委
員
会
設
置
法
一
四
条
の
二
。
以
下
設

置
法
と
い
う
。
）
。
な
お
、
原
子
力
委
員
会
に
は
専

門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
、
専
門
部

会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｘ

ら
は
本
件
に
お
い
て
、
例
え
ば
部
会
委
員
に
欠

席
、
代
理
が
多
い
こ
と
、
議
事
録
が
な
く
審
理
内

容
が
不
明
の
ま
ま
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
、
本
件
安
全
審
査
の
杜
撰
さ
を
窺
わ
せ
る
事
情

を
数
多
く
あ
げ
、
本
件
許
可
手
続
に
は
こ
れ
を
取

消
す
べ
き
暇
疵
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
本
判
決
は
「
代
理
出
席
の
あ
っ
た
こ
と
が
部

会
の
最
終
決
議
を
違
法
な
ら
し
め
る
と
は
即
断
し

難
い
。
出
欠
者
の
多
寡
は
直
ち
に
調
査
審
議
の
杜

撰
さ
を
示
す
も
の
と
は
み
ら
れ
な
い
。
代
理
出
席

者
の
決
議
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
審
査

会
の
決
議
が
違
法
と
な
る
も
の
で
な
い
。
原
子
力

委
員
会
が
本
件
原
子
炉
の
設
置
許
可
基
準
へ
の
適

合
性
の
意
見
答
申
を
な
す
に
際
し
、
強
い
先
入
観

を
も
っ
て
い
た
と
は
即
断
で
き
な
い
。
」
等
判
示

し
て
、
Ｘ
ら
の
右
主
張
を
排
斥
し
た
。

、
原
子
炉
の
安
全
審
査
は
高
度
の
専
門
技
術
的
判

断
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
法
形
式
上
Ｙ
の
許
可
に

よ
る
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
原
子
炉
安
全
審
査

会
が
最
終
的
判
断
を
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
（
規
制
法
二
四
条
二
項
、
設
置
法
三

条
）
。
従
っ
て
一
般
の
諮
問
機
関
と
は
異
な
り
、

そ
の
安
全
審
査
過
程
に
窓
意
独
断
が
あ
る
と
疑
わ

れ
る
場
合
に
は
、
許
可
自
体
の
正
当
性
に
も
大
き

な
疑
問
が
生
じ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
我
国

の
裁
判
例
は
、
従
来
か
ら
裁
量
処
分
の
暇
疵
の
有

無
を
審
査
す
る
場
合
、
そ
の
裁
量
暇
疵
を
実
体
的

に
と
ら
え
て
こ
れ
を
審
査
し
て
い
る
の
が
大
勢
で

あ
る
。
し
か
し
、
行
政
権
に
よ
っ
て
国
民
の
生
活

を
規
律
す
る
度
合
が
大
き
く
な
り
、
技
術
の
進
歩

に
伴
い
行
政
が
ま
す
ま
す
専
門
技
術
化
し
て
い
る

今
日
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
審
理
能
力
か
ら
い

っ
て
も
、
行
政
庁
の
専
門
技
術
的
判
断
は
尊
重
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
裁
量
処

分
を
実
体
的
な
裁
量
暇
疵
の
有
無
と
い
う
面
で
審

理
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
手
続
的
な
面
か
ら

審
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
七
五
・
一
七
、
原
田

尚
彦
・
訴
の
利
益
一
六
六
、
阿
部
泰
隆
。
ジ
ュ
リ

五
九
四
・
六
八
、
・
東
京
地
判
昭
銘
・
廻
・
妬
行
集

一
四
。
一
二
・
二
二
五
五
、
本
誌
三
六
一
・
一
六
、

な
お
、
東
京
高
判
昭
蛤
・
７
．
週
行
集
二
四
・
六

Ⅱ
七
・
五
三
三
、
本
誌
七
一
○
・
二
三
、
最
一
判
昭

釦
・
５
．
羽
民
集
二
九
・
五
六
。
六
二
、
本
誌
七

七
九
・
二
一
参
照
）
。
本
判
決
も
手
続
上
の
暇
疵

が
処
分
の
違
法
事
由
た
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
Ｘ
ら
に
立
証
責
任
を
課
し
た

そ
の
判
示
か
ら
す
る
と
許
可
処
分
を
手
続
面
か
ら

厳
正
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
は
考
え
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
記
の
と
お
り
原
子
炉

の
安
全
性
が
専
門
技
術
性
の
故
に
裁
量
事
項
で
あ

る
と
さ
れ
、
ま
た
裁
量
の
相
当
性
に
つ
い
て
の
裁

判
所
の
判
断
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
こ
の
種
の
事
件
に
お
い
て
は
、
手
続
審
査

の
観
点
か
ら
審
理
の
充
実
を
図
る
こ
と
も
必
要
で

は
な
か
ろ
う
か
（
阿
部
泰
隆
・
ジ
ュ
リ
六
六
八
・

一
一
一
一
）
◎

四
次
に
本
件
で
は
本
件
処
分
が
裁
量
処
分
か

否
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
Ｘ
ら
は
裁
量
処
分
性
を

否
定
し
て
い
る
が
、
Ｘ
ら
も
内
閣
総
理
大
臣
が
公

益
適
合
性
の
観
点
か
ら
許
可
す
る
か
否
か
に
つ
き

裁
量
権
を
有
す
る
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
題
と
な
る

の
は
、
行
政
行
為
の
要
件
事
実
の
認
定
、
特
に
規

制
法
二
四
条
一
項
四
号
の
「
原
子
炉
施
設
の
位

置
、
構
造
及
び
設
備
が
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
原
子
炉
に
よ
る

災
害
の
防
止
上
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
」

と
の
基
準
（
安
全
性
）
に
適
合
す
る
か
否
か
の
判

断
が
Ｙ
の
裁
量
事
項
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。

Ｙ
は
こ
の
点
に
つ
き
、
右
安
全
性
の
認
定
は
専

門
技
術
的
判
断
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
裁
量

事
項
で
あ
り
、
Ｙ
の
裁
量
権
行
使
に
濫
用
、
逸
脱

の
違
法
が
あ
る
こ
と
は
Ｘ
ら
が
主
張
・
立
証
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｘ
ら
は
人

の
生
命
・
身
体
等
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
か
否
か

は
、
一
義
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
本
質
的
な
法
律

判
断
事
項
で
あ
り
、
決
し
て
専
門
技
術
的
な
裁
量

の
余
地
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
安

全
性
の
判
断
の
裁
量
事
項
性
を
否
定
し
、
安
全
性

は
本
件
処
分
の
要
件
事
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立

証
は
Ｙ
が
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

本
判
決
は
原
子
炉
の
安
全
性
の
判
断
に
は
特
に

高
度
の
科
学
的
専
門
知
識
を
要
す
る
こ
と
を
理
由

に
そ
の
裁
量
性
を
認
め
た
上
、
Ｙ
が
本
件
原
子
炉

の
安
全
審
査
資
料
を
総
て
保
有
し
、
専
門
家
を
擁

し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｘ
ら
は
そ
の
よ
う
な
立
場

に
な
い
か
ら
、
公
平
の
見
地
か
ら
し
て
、
当
該
原

子
炉
が
安
全
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
相
当
性

６
７
９
２

の
あ
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
Ｙ
の
立
証
す
べ
き

事
項
で
あ
る
と
判
示
し
て
・
い
る
。

今
日
で
は
法
律
要
件
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
法

律
効
果
の
発
生
に
つ
い
て
も
、
行
政
法
規
の
趣

旨
目
的
の
合
理
的
解
釈
に
よ
り
行
政
の
自
律
性
、

専
門
技
術
的
又
は
政
治
的
判
断
を
尊
重
す
べ
き
場

合
に
、
裁
麓
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
が

有
力
と
な
っ
て
い
る
（
山
田
幸
男
「
自
由
裁
量
」

行
政
法
講
座
二
・
一
四
二
、
杉
村
敏
正
・
行
政
法

講
義
総
編
上
巻
一
九
五
、
最
高
裁
判
所
事
務
総

局
編
・
続
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
六
三
）
。
本
判

決
も
こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
、
法
律
要
件
で
あ
る

原
子
炉
の
安
全
性
の
認
定
が
裁
量
事
項
で
あ
る
こ

と
を
認
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
原
子
炉
の
安
全
性
に
関
す
る
司
法
審
査
の
方
法

と
い
う
面
で
も
重
要
な
差
異
が
生
ず
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
司
法
審
査
の
方
法
と
し
て
は
、
①

裁
判
所
が
行
政
庁
の
判
断
を
全
く
前
提
と
せ
ず

に
、
い
わ
ば
白
紙
の
状
態
か
ら
、
あ
る
原
子
炉
が

安
全
か
否
か
を
判
断
す
る
方
法
、
②
行
政
庁
の
判

断
を
前
提
と
し
、
こ
れ
を
一
応
尊
重
し
た
上
で
、

そ
こ
に
明
白
な
不
合
理
性
の
あ
る
か
否
か
に
よ
り

裁
量
権
の
濫
用
、
逸
脱
を
判
断
す
る
方
法
等
が
あ

り
得
る
。
そ
し
て
Ｘ
ら
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
①
の

方
法
（
も
っ
と
も
Ｘ
ら
は
「
裁
判
所
は
自
然
科
学

的
判
断
そ
の
も
の
を
す
る
必
要
は
な
い
。
」
と
も

主
張
し
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
②
の
方
法
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
争
い
は
裁
量
の
幅
な
い

し
は
主
張
立
証
責
任
に
帰
す
る
と
み
る
こ
と
も
で

き
る
。
）
、
Ｙ
の
主
張
に
よ
れ
ば
②
の
方
法
を
と
る

こ
と
に
な
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
安
全

審
査
の
裁
量
性
を
認
め
た
結
果
、
こ
の
点
に
つ
き

Ｙ
の
主
張
（
②
の
方
法
）
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

4
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こ
の
点
に
関
す
る
本
判
決
の
判
示
は
簡
潔
で
あ
る
を
蒸
発
さ
せ
、
こ
の
蒸
気
に
よ
っ
て
発
電
用
タ
ー
た
。
こ
れ
に
対
し
本
判
決
は
ま
ず
①
に
つ
き
、
Ｅ
被
ば
く
で
は
人
類
に
障
害
を
与
え
な
い
と
す
る

が
、
実
際
に
は
こ
の
審
理
方
法
が
科
学
裁
判
と
い
ピ
ン
を
動
か
す
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
有
効
性
の
完
全
な
実
験
は
未
だ
な
さ
れ
「
し
き
い
値
」
の
存
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
電
力

わ
れ
た
本
判
決
の
結
論
を
決
し
た
と
極
論
し
て
も
Ｘ
ら
の
提
起
し
た
科
学
技
術
上
の
問
題
点
は
複
て
い
な
い
が
、
個
々
の
現
象
に
つ
い
て
の
多
く
の
の
供
給
等
公
共
の
必
要
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
雑
多
岐
に
一
日
一
る
が
、
本
件
安
全
審
査
に
お
い
て
最
実
験
、
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
個
灸
の
モ
人
類
に
影
響
の
あ
る
こ
と
の
判
明
し
て
い
る
最
低

で
本
判
決
は
科
学
裁
判
に
お
け
る
司
法
審
査
を
い
も
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
デ
ル
を
作
成
し
、
こ
れ
を
基
に
し
た
実
験
、
経
験
の
放
射
線
量
の
数
十
分
の
一
の
量
を
許
容
被
ば
く

か
に
す
べ
き
か
と
い
う
重
要
な
問
題
を
検
討
す
る
発
生
及
び
事
故
拡
大
の
防
止
措
置
で
あ
る
。
原
子
に
よ
り
、
か
つ
、
不
確
実
な
点
は
厳
し
い
条
件
を
線
量
（
年
間
五
○
○
ミ
リ
レ
ム
）
と
定
め
る
こ
と

上
で
貴
重
な
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
原
田
尚
．
炉
に
お
け
る
最
も
重
大
な
事
故
と
し
て
Ｙ
自
身
の
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
女
の
モ
デ
ル
間
の
は
違
法
で
は
な
い
と
し
た
上
、
本
件
安
全
審
査
に

彦
・
判
タ
三
一
八
・
一
二
、
同
・
環
境
権
と
裁
判
想
定
し
た
も
の
は
、
一
次
冷
却
水
循
環
パ
イ
プ
が
関
係
付
け
、
総
合
化
を
行
な
い
、
一
方
、
諸
数
値
お
い
て
、
本
件
原
子
炉
の
平
常
運
転
時
の
気
体
廃

一
五
○
）
。
破
断
し
た
場
合
に
生
ず
る
一
次
冷
却
水
の
喪
失
事
に
つ
い
て
も
個
之
の
モ
デ
ル
と
同
様
に
実
験
等
に
棄
物
に
よ
る
被
ば
く
線
量
は
、
敷
地
周
辺
で
年
間

な
お
、
裁
量
権
の
濫
用
・
逸
脱
の
立
証
責
任
は
故
（
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
緊
よ
っ
て
確
認
し
た
う
え
で
設
定
す
る
こ
と
に
ょ
約
○
・
六
ミ
リ
レ
ム
、
液
体
廃
棄
物
に
ょ
る
も
の

取
消
を
求
め
る
原
告
側
に
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
急
炉
心
冷
却
装
置
（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）
に
よ
り
、
ほ
う
り
、
現
実
を
総
合
的
に
評
価
し
得
る
解
析
コ
ー
ド
年
間
全
身
約
○
・
○
一
ミ
リ
レ
ム
で
あ
る
と
評
価

で
あ
る
（
村
上
博
巳
・
証
明
責
任
の
研
究
三
三
酸
水
を
原
子
炉
圧
力
容
器
に
注
入
し
、
燃
料
温
度
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
、
本
件
原
子
炉
の
さ
れ
た
が
、
証
拠
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
事
実
に
ょ

四
、
豊
水
．
最
判
解
民
昭
哩
・
一
五
六
）
ｏ
こ
れ
の
上
昇
を
防
止
し
て
燃
料
の
損
傷
、
溶
融
等
を
防
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
解
析
し
た
結
果
、
い
れ
ば
右
評
価
は
相
当
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の

に
対
し
本
判
決
は
公
平
の
見
地
か
ら
、
裁
量
の
相
止
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
Ｘ
ら
は
、
①
右
Ｅ
か
な
る
一
次
冷
却
系
配
管
の
破
断
に
よ
る
一
次
冷
点
に
お
い
て
安
全
性
の
審
査
に
暇
疵
は
な
い
と
判

当
性
は
原
則
と
し
て
Ｙ
が
立
証
す
べ
き
で
あ
る
と
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
事
故
時
に
機
能
す
る
か
否
か
は
確
認
さ
却
水
喪
失
事
故
に
対
し
て
も
有
効
で
あ
る
と
評
価
示
し
た
。

し
て
、
結
論
的
に
Ｘ
ら
の
主
張
を
採
用
し
て
い
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
機
能
し
て
も
そ
の
有
効
性
に
し
た
Ｙ
の
判
断
は
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
判
示
以
上
の
外
に
も
、
Ｘ
ら
が
指
摘
し
た
安
全
審
査

る
。
こ
の
点
は
、
原
子
炉
の
安
全
性
と
い
っ
た
第
疑
問
が
あ
る
か
ら
、
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
の
場
合
に
は
炉
心
し
、
②
に
つ
い
て
は
、
中
性
子
照
射
が
原
子
炉
圧
上
の
疑
問
点
は
多
食
あ
る
が
、
本
判
決
は
、
固
体

一
級
の
専
門
家
の
間
で
も
見
解
の
分
か
れ
る
高
度
は
融
け
、
圧
力
容
器
及
び
そ
れ
を
格
納
し
て
い
る
力
容
器
材
料
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
し
て
は
、
監
視
廃
棄
物
の
処
理
、
原
子
力
発
電
所
の
立
地
条
件
、

の
専
門
技
術
的
問
題
に
つ
き
、
判
断
を
迫
ら
れ
、
容
器
も
吹
き
飛
ば
す
破
滅
的
大
事
故
に
発
展
し
、
試
験
片
を
炉
心
周
囲
に
挿
入
し
、
定
期
的
に
取
り
原
子
炉
の
燃
料
、
蒸
気
発
生
器
細
管
、
耐
震
設
計

こ
れ
を
裁
量
事
項
で
あ
る
と
し
た
裁
判
所
が
安
全
大
鐙
の
放
射
性
物
質
が
発
電
所
外
へ
放
出
さ
れ
る
出
し
て
試
験
を
行
い
、
安
全
性
を
確
認
し
、
ま
た
等
を
め
ぐ
る
科
学
技
術
上
の
問
題
に
つ
き
逐
一
審

審
査
に
関
す
る
実
質
的
司
法
判
断
を
維
持
す
る
た
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
更
に
Ｘ
ら
は
、
②
原
子
炉
圧
力
容
器
の
耐
圧
部
等
は
供
用
期
間
中
検
理
を
す
す
め
た
上
、
Ｘ
ら
の
主
張
す
る
事
実
は
認

め
に
編
み
出
し
た
苦
心
の
策
と
い
え
よ
う
。
本
判
圧
力
容
器
に
は
強
い
中
性
子
線
が
絶
え
ず
照
射
さ
査
を
実
施
し
、
そ
の
安
全
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
め
ら
れ
な
い
と
し
、
あ
る
い
は
理
由
が
な
い
と
し

決
が
安
全
審
査
の
裁
量
事
項
性
を
認
め
た
に
も
か
れ
る
た
め
、
こ
れ
が
脆
化
し
、
ひ
び
割
れ
す
る
危
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
原
子
炉
圧
力
容
て
、
こ
れ
を
総
て
排
斥
し
、
本
件
原
子
炉
施
設
は

か
わ
ら
ず
、
細
か
な
技
術
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
険
性
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
地
震
そ
の
器
の
安
全
性
は
確
保
さ
れ
る
と
し
た
Ｙ
の
判
断
は
規
制
法
二
四
条
一
項
四
号
の
基
準
（
安
全
性
）
に

逐
一
判
断
を
示
し
て
い
る
の
は
こ
こ
か
ら
来
る
も
他
の
強
い
力
が
加
わ
る
と
圧
力
容
器
自
体
の
破
裂
相
当
で
あ
る
と
判
示
し
、
③
に
つ
い
て
も
、
一
一
次
適
合
し
て
い
る
と
し
た
Ｙ
の
判
断
を
相
当
と
し
て

が
生
じ
、
こ
の
場
合
に
は
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
機
能
す
る
給
水
系
に
は
主
給
水
ボ
ン
．
フ
三
台
の
外
、
補
助
給
維
持
し
て
い
る
。

の
と
思
わ
れ
る
。
．

五
本
件
原
子
力
発
電
所
は
、
い
わ
ゆ
る
加
圧
余
地
は
な
い
か
ら
①
と
同
様
の
大
事
故
に
発
展
す
水
ポ
ン
プ
ニ
台
等
が
設
け
ら
れ
て
万
全
の
措
置
が
前
記
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
原
子
炉
の
安
全

水
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
炉
心
燃
料
を
納
め
て
る
と
主
張
し
、
ま
た
③
二
次
冷
却
水
系
が
故
障
し
と
ら
れ
て
お
り
、
二
次
冷
却
水
の
給
水
が
全
く
停
性
の
認
定
は
Ｙ
の
裁
量
事
項
で
あ
る
と
の
前
提
の

い
る
原
子
炉
圧
力
容
器
の
中
に
、
加
圧
し
た
一
次
て
停
止
す
る
と
、
一
次
冷
却
水
は
二
次
冷
却
水
に
止
す
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
と
判
示
し
て
、
下
に
審
理
を
す
す
め
、
結
論
と
し
て
Ｙ
の
し
た
右

冷
却
水
を
送
り
込
み
、
こ
れ
が
炉
心
で
発
生
す
る
熱
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
高
温
と
な
・
Ｘ
ら
の
疑
問
を
い
ず
れ
も
排
斥
し
て
い
る
。
判
断
を
相
当
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
即

莫
大
な
熱
量
を
奪
っ
た
う
え
循
環
パ
イ
プ
を
通
じ
り
圧
力
も
高
く
な
る
が
へ
こ
の
場
合
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
は
次
に
原
子
炉
の
通
常
運
転
時
に
お
け
る
被
ば
く
ち
、
本
判
決
は
原
子
炉
の
安
全
性
と
い
っ
た
科
学

て
蒸
気
発
生
器
に
送
ら
れ
、
そ
の
細
管
を
通
過
す
ほ
と
ん
ど
機
能
せ
ず
、
そ
の
結
果
炉
心
は
溶
融
し
評
価
も
本
件
に
お
け
る
重
要
な
争
点
と
さ
れ
た
。
論
争
に
つ
き
自
ら
積
極
的
に
判
断
し
て
Ｙ
の
側
に

る
間
に
細
管
の
周
囲
を
流
れ
る
二
次
系
の
冷
却
水
①
同
様
の
事
故
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
こ
の
点
に
つ
き
本
判
決
は
、
こ
れ
以
下
の
放
射
線
軍
配
を
挙
げ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
Ｘ
ら
の
主

亀’

一望



０
■
■
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
ｌ
‐
り
む
１
６
．
１
１
０
１
０
０
。
●
’
４
ｇ
０
ｏ
０
Ｔ
１
ｌ
１
‐
・
’
１
■
■
Ｉ
０
ｄ
Ｄ
ｑ
■
。
■
！
■
■
■
■
■
■
１
０
１
１
〃
■
■
■
ｌ
■
■
ｌ
■
■
■
１
１
■
０
１

〆

判例時報891号 42

張
に
よ
っ
て
は
Ｙ
の
判
断
の
相
当
性
は
覆
え
ら
な

い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
の
理
由
は
Ｙ
の

準
備
書
面
の
引
写
し
で
あ
る
と
の
批
判
を
す
る
向

き
も
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
審
理
方
法
の
結
果
、

Ｙ
の
判
断
の
相
当
性
を
認
め
る
以
上
、
そ
の
よ
う

な
面
が
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
い
え

よ
う
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
の
理
由
は
簡
潔
で
あ

り
、
安
全
性
に
関
す
る
Ｘ
ら
の
疑
問
を
解
消
す
る

に
は
不
充
分
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
り
得
よ
う
。

六
我
国
に
は
現
在
、
東
海
第
二
発
電
所
原
子

炉
設
置
許
可
処
分
取
消
請
求
事
件
が
水
戸
地
裁

に
、
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
設
置
許
可

処
分
取
消
請
求
事
件
が
福
島
地
裁
に
、
敦
賀
原
子

力
発
電
所
を
め
ぐ
る
条
例
制
定
請
求
代
表
者
証
明

書
交
付
申
請
に
対
す
る
拒
否
処
分
取
消
請
求
事
件

が
福
井
地
裁
に
、
柏
崎
原
子
力
発
電
所
を
め
ぐ
る

原
子
力
発
電
所
設
置
禁
止
等
請
求
事
件
、
保
安
林

指
定
解
除
処
分
取
消
請
求
事
件
が
新
潟
地
裁
に
、

伊
方
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
設
置
許
可
変
更
処
分

（
第
二
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
）
取
消
請
求
事
件

が
本
判
決
を
下
し
た
松
山
地
裁
に
、
そ
し
て
本
判

決
の
控
訴
事
件
が
高
松
高
裁
に
係
属
し
て
い
る
。

本
件
は
我
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
原
子
力
発
電
所

を
め
ぐ
る
訴
訟
中
、
付
近
住
民
に
原
子
炉
設
置
許

可
処
分
の
取
消
訴
訟
に
つ
き
原
告
適
格
を
認
め
、

原
子
炉
の
安
全
性
等
の
実
体
判
断
を
し
た
初
め
て

の
判
決
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
続
す
る
事
件
に
対
し

て
与
え
る
影
響
は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本

件
で
は
当
事
者
双
方
の
活
発
な
訴
訟
活
動
に
よ

り
、
原
告
適
格
を
初
め
と
す
る
行
訴
法
上
の
問

題
へ
原
子
力
関
係
法
令
上
の
問
題
、
科
学
技
術
上

の
問
題
等
原
子
力
問
題
の
ほ
と
ん
ど
総
て
の
論
点

が
出
尽
く
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本
判
決
は
そ

１
１
１

八
参
照
条
文
ｖ
一
に
つ
き
、
・
行
訴
法
九
条
、
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

・
法
律
二
三
条
１
．
二
四
条
Ｉ

４
二
に
つ
き
、
核
原
料
物
質
、
核

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律
二
四
条

Ⅱ
、
原
子
力
委
員
会
設
置
法

一
四
条
の
二

三
、
四
に
つ
き
、
行
訴
法
三
○

条
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
二
四
条
１
４

の
分
量
か
ら
い
っ
て
も
五
分
冊
に
及
ぶ
膨
大
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
判
決
の
理
由
は
そ

の
一
分
冊
に
過
ぎ
ず
比
較
的
簡
潔
で
あ
る
か
ら
、

本
判
決
を
め
ぐ
る
諸
点
の
問
題
点
を
理
解
す
る
に

は
、
判
決
理
由
の
み
な
ら
ず
当
事
者
双
方
の
主
張

を
対
照
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る

シ
『
グ
。
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…
・
佃

亭
・
実
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
・
…
…
…
判

（
当
事
者
の
求
め
た
裁
判
）

一
原
告
ら
・
…
…
・
・
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
・
…
組

二
被
告
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
側

１
本
案
前
の
申
立
．
．
‐
．
．
…
…
…
…
…
・
…
冊

２
本
案
の
申
立
・
…
・
…
…
：
…
・
…
・
…
…
鯛

（
原
告
ら
の
請
求
の
原
因
）

第
一
章
本
件
許
可
処
分
と
原
告
●
ら
の
立
場
…
卿

第
二
章
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
違
法
性
…
帆

一
は
じ
め
に
ｌ
原
子
力
発
電
所
設
置
許

可
処
分
手
続
の
概
略
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
棚

二
基
本
法
二
条
違
反
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
別

三
基
本
法
及
び
規
制
法
は
憲
法
違
反
…
…
開

１
規
制
法
二
四
条
は
白
地
規
定
で
あ

一
座
（
】
一
●
■
■
●
●
●
●
●
■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
白
白
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
。
、
魂
“
”

２
規
制
法
及
び
基
本
法
の
適
正
手
続

条
項
違
反
・
…
・
…
：
．
…
…
…
…
・
…
…
…
Ｍ

四
本
件
許
可
処
分
手
続
の
規
制
法
等
違

反
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
別

１
規
制
法
の
解
釈
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
原
子
力
発
電
所
の
設
置
許
可
手
続

の
内
容
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
別

２
本
件
許
可
処
分
は
法
的
手
続
を
履

践
し
て
い
な
い
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
・
別

３
本
件
審
査
手
続
の
概
要
と
個
別
的

理
疵
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
・
…
開

、
４
手
続
上
の
個
別
的
理
髭
に
基
づ
く

目

次

’
０
日
日
日
■
日
日
日
日
Ⅱ
０
０
０
■
■
■
１
０
Ｉ
も
。
■
■
■
Ｂ
■
Ⅱ
日
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
■
日
日
日
。
０
。
１
０
０
０
０
。
■
６
０
日
■
■
■
１
１
１
■
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
■
■
■
１
４
口
８
■

本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
．
．
…
…
…
…
・
冊

５
形
式
的
側
面
か
ら
見
た
適
正
手
続

保
障
義
務
違
反
・
…
…
…
・
…
…
・
・
・
・
・
…
・
・
㈹

五
手
続
的
実
質
審
理
上
の
違
法
Ｉ
安
全

評
価
過
程
に
お
け
る
適
正
手
続
保
障
義

務
違
反
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
Ⅱ

１
手
続
的
実
質
審
理
の
違
法
・
・
…
…
・
…
鮒

２
本
件
安
全
審
査
の
手
続
的
実
質
審

・
理
上
の
違
法
を
示
す
事
実
．
．
…
…
・
…
…
Ⅲ

六
結
語
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
側

第
三
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
一
）
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
Ⅲ

第
一
は
じ
め
に
ｌ
原
子
力
発
電
所
の
危
険

性
の
根
源
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
．
．
…
…
Ⅲ

一
核
分
裂
生
成
物
等
の
産
出
と
そ
の
毒

性
…
…
・
・
・
・
…
…
・
・
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
・
剛

１
核
分
裂
注
成
物
等
の
産
出
と
そ
の

毒
性
の
特
質
…
．
…
・
…
…
・
…
…
．
．
…
…
↑
側

２
放
射
線
の
危
険
性
…
…
…
…
…
…
…
脇

３
許
容
被
ば
く
線
量
や
線
量
目
標
値

な
ど
の
生
物
学
的
医
学
的
危
険
性
…
…
腿

４
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
危
険
性
…
…
…
…
朋

二
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
…
…
・
…
…
・
・
冊

第
二
平
常
運
転
時
の
危
険
性
．
．
…
…
…
…
・
…
冊

一
平
常
運
転
時
被
ば
く
評
価
値
の
危
険

性
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
開

二
平
常
時
の
放
射
性
気
体
廃
棄
物
に
関
．

す
る
審
査
の
違
法
性
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
洲

１
気
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
の
非
現
実

性
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
Ⅷ

２
放
射
性
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評

価
の
欠
如
及
び
許
容
被
ば
く
線
量
達
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反
・
…
・
・
・
…
…
…
・
…
．
．
…
…
…
…
…
．
．
…
側

３
そ
の
他
の
微
粒
子
状
放
射
性
物
質

の
被
ば
く
評
価
の
欠
如
…
…
…
…
…
…
側

４
気
体
廃
棄
物
処
理
設
備
の
無
審
査
・
・
・
測

三
平
常
時
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
無

審
査
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
．
．
…
…
…
…
・
・
別

１
液
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、

放
出
盤
及
び
被
ば
く
評
価
の
非
現
実

性
…
…
・
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

２
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
実

測
値
は
、
本
件
被
ば
く
評
価
を
は
る

か
に
超
え
る
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
冊

３
外
部
被
ば
く
線
量
評
価
の
欠
如
…
…
冊

４
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評
価
の
欠

如
…
…
…
…
…
…
・
・
・
・
・
…
…
…
…
…
・
…
冊

５
ト
リ
チ
ウ
ム
の
影
響
の
無
視
…
…
…
冊

６
液
体
廃
棄
物
に
よ
る
被
ば
く
評
価

値
の
違
法
性
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
・
〃

四
放
射
線
管
理
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
な

い
。
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
・
…
…
…
・
間

１
環
境
放
射
線
監
視
設
備
の
不
備
…
…
〃

２
分
析
、
測
定
方
法
の
未
確
立
・
…
…
．
．
Ⅷ

３
環
境
放
射
線
監
視
体
制
の
欺
備
性
…
冊

五
原
子
力
発
電
所
内
で
の
作
業
者
被
ば

く
の
無
視
・
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
・
…
…
…
・
冊

１
作
業
者
被
ば
く
の
実
態
…
…
…
…
…
門

２
作
業
者
被
ば
く
の
危
険
性
…
…
…
…
刊

３
結
語
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
別

六
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
被
ば

く
の
実
態
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
別

１
浜
岡
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け

る
ム
ラ
サ
キ
ツ
ユ
ク
サ
を
用
い
た
実

験
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
別

２
線
量
目
標
値
を
大
幅
に
上
回
る
環

境
放
射
線
増
加
実
測
値
…
…
…
…
…
…
肌

３
環
境
放
射
線
実
測
値
と
実
際
の
被

ば
く
線
量
と
の
大
き
な
隔
た
り
・
…
…
・
・
肌

４
人
体
へ
の
影
響
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
別

七
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
に
つ
い
て
の
無

審
査
…
．
．
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
脇

１
固
体
廃
棄
物
の
危
険
性
・
…
・
…
心
…
…
腿

２
固
体
廃
棄
物
の
最
終
処
分
の
方
法

は
本
件
許
可
処
分
の
審
査
対
象
で
あ

畢
一
塚
（
》
■
●
●
■
●
●
●
◆
●
■
■
●
●
●
●
●
凸
■
●
■
。
、
。
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
｛
ｗ
酩
一

３
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

不
可
欠
性
…
・
…
…
…
…
…
…
該
…
…
…
・
肋

４
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
に

つ
い
て
の
審
査
の
欠
如
に
よ
る
本
件

許
可
処
分
の
違
法
性
の
明
白
性
・
…
．
．
…
開

５
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

方
法
の
不
存
在
と
規
制
法
二
四
条
違

反
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
開

６
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
な
い
し

敷
地
内
へ
の
「
貯
蔵
」
「
保
管
」
の

無
審
査
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
開

八
使
用
済
燃
料
及
び
そ
の
再
処
理
（
核

燃
料
サ
イ
ク
ル
）
の
無
審
査
．
．
…
…
…
・
別

１
使
用
済
燃
料
・
再
処
理
・
核
燃
料

サ
イ
ク
ル
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
別

２
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
の
審
査
…
…
開

３
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
確
立
の
不
可

欠
性
と
そ
の
現
状
－
再
処
理
の
危
険

性
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
開

４
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
危
険
性
…
開

５
再
処
理
に
よ
り
排
出
さ
れ
る
廃
棄

物
の
貯
蔵
の
不
可
能
性
…
…
…
…
…
…
師

６
規
制
法
二
四
条
一
項
二
号
、
四
号

違
反
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
肥

７
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
設
備
及
び
貯

蔵
能
力
の
無
審
査
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
冊

九
廃
止
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
の
施
設

に
つ
い
て
の
無
審
査
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
開

第
三
温
排
水
に
つ
い
て
の
審
査
欠
如
…
…
…
開

第
四
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
二
）
ｌ
本
件
原
子
炉
の
織
造

の
欠
陥
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
兜

第
一
は
じ
め
に
Ｉ
本
件
原
子
炉
の
構
造
の

概
略
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
兇

第
二
伊
方
原
子
力
発
電
所
に
使
用
さ
れ
る

燃
料
の
危
険
性
・
・
・
・
…
…
・
…
・
・
…
…
…
・
…
・
開

一
炉
心
の
構
造
と
役
割
…
・
…
・
…
…
…
…
・
鮒

二
平
常
運
転
時
の
危
険
・
…
・
…
…
…
…
・
…
鮒

１
安
全
設
計
審
査
基
準
・
…
…
・
…
…
…
・
開

２
本
件
炉
心
核
設
計
の
不
確
か
さ
に

由
来
す
る
危
険
・
・
…
…
…
・
…
・
…
…
・
・
…
弘

３
本
件
炉
心
熱
設
計
の
不
確
か
さ
に

由
来
す
る
危
険
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
肌

４
続
発
し
て
い
る
燃
料
棒
事
故
の
危

険
性
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
開

三
事
故
時
に
お
け
る
危
険
・
…
…
．
：
．
…
…
・
開

１
安
全
審
査
の
対
象
・
…
・
・
・
・
…
…
・
…
…
鮒

２
一
次
冷
却
材
配
管
の
破
断
事
故
・
…
・
・
的

３
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の
燃
料
挙
動
…
・
…
・
・
…
Ⅷ

４
結
論
・
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
Ⅷ

第
三
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
．
．
…
…
…
…
…
・
伽

一
蒸
気
発
生
器
の
機
能
と
構
造
・
…
…
…
．
．
Ⅷ

二
問
題
の
所
在
ｌ
蒸
気
発
生
器
細
管
事

故
の
重
大
性
と
現
実
性
…
…
…
…
…
…
…
Ⅷ

１
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
の
重
大
性
…
Ⅷ

雫

２
多
発
す
る
細
管
事
故
…
…
・
…
・
…
・
…
棚

三
ず
さ
ん
な
安
全
審
査
…
…
…
…
…
…
…
畑

１
審
査
の
経
緯
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
Ⅷ

２
審
査
基
準
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
・
…
…
伽

３
蒸
気
発
生
器
細
管
の
非
健
全
性
…
…
皿

４
妥
当
性
を
欠
い
た
「
設
計
上
の
配

慮
」
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
皿

四
妥
当
性
を
欠
い
た
「
試
験
お
よ
び
検

２

査
」
…
・
…
…
‐
…
・
…
…
…
…
・
・
…
．
．
…
…
・
・
Ⅱ３

五
審
査
の
ず
さ
ん
と
欠
如
・
…
・
…
…
…
・
…
Ⅱ

六
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
に
よ
る
災
害

３

の
評
価
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
・
…
Ⅱ

第
四
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却
系

３

配
管
の
危
険
性
・
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…
１

－
安
全
設
計
審
査
基
準
に
つ
い
て
…
…
…
畑

二
圧
力
容
器
の
中
性
子
照
射
に
よ
る
脆

化
・
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
・
…
…
．
ｌ

三
応
力
腐
食
割
れ
と
疲
労
き
裂
・
計
…
…
…
・
魁’

四
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｅ
の
規
格
及
び
我
が
国
の
技

５

術
基
準
・
…
。
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
Ⅲ５

五
結
論
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
Ⅱ

第
五
緊
急
炉
心
冷
却
装
置
（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）

ｌ
安
全
装
置
は
働
か
な
い
・
・
…
…
…
…
…
・
畑

一
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
が
ま
っ
た
く

無
効
な
一
次
冷
却
材
喪
失
事
故
（
Ｌ
Ｏ

６

Ｃ
Ａ
）
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
Ⅱ

二
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
性
能
は
実

７

証
さ
れ
て
い
な
い
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
．
Ⅱ

三
本
件
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
審
査
基
準
狸
．
．
…
…
…
・
・
血

１
安
全
設
計
審
査
指
針
…
・
…
…
…
・
…
。
Ⅳ７

２
三
項
目
基
準
…
・
…
…
…
…
…
…
・
・
・
・
ｉ

３
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
審
査
基
準

８

の
不
当
性
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
．
Ⅲ

閥
則
翰
卿
脚
側
掛
偲
川
畑
巌
隙
碑
削
撒
瑚
側
閲
間
削
幽
削
側
閣
伺
噛
俎
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四
安
全
設
計
審
査
指
針
違
反
…
…
…
…
…
眼

五
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
の
基
準
不
適

合
性
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
畑

１
・
基
準
項
目
①
違
反
・
…
．
．
…
…
…
…
…
畑

２
基
準
項
目
②
違
反
・
…
…
…
…
…
…
・
・
畑

３
基
準
項
目
③
違
反
・
…
…
：
。
…
…
・
・
…
剛

第
五
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
三
）
ｌ
立
地
選
定
の
誤
り
・
…
：
伽

第
一
立
地
条
件
の
重
要
性
及
び
原
子
炉
立

地
審
査
指
針
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
剛

一
天
災
で
大
事
故
は
起
り
得
る
・
・
…
…
…
・
捌

二
立
地
条
件
に
お
け
る
基
準
・
…
…
…
・
…
・
皿

第
二
立
地
選
定
の
誤
り
と
安
全
設
計
の
誤

・
唇
皿
唖
》
一
●
■
◆
●
●
。
●
岳
ｅ
●
●
●
■
●
■
●
毎
●
●
●
●
●
■
■
●
●
早
●
◆
●
●
Ｃ
●
●
。
●
●
●
●
●
■
●
■
●
凸
《
叩
座
与２１

－
本
件
審
査
に
お
け
る
原
則
的
立
地
条

件
違
反
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
蝿

１
中
央
構
造
線
の
存
在
と
無
審
査
…
…
鯉

２
敷
地
付
近
が
特
定
観
測
地
域
に
指

定
さ
れ
て
い
る
事
実
の
無
視
…
…
…
…
鯛

３
過
去
に
お
け
る
地
腰
歴
評
価
は
誤

っ
て
い
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
鯛

４
震
源
の
深
さ
の
推
定
の
誤
り
…
…
…
岨５

５
敷
地
内
断
層
の
活
動
性
評
価
の
誤

媚
皿
岬
》
、
●
●
■
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
●
●
》
唖
【
一
皿

６
地
す
べ
り
の
多
発
地
帯
で
あ
る
こ

と
の
無
視
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
蠅

二
安
全
設
計
審
査
指
針
違
反
（
そ
の
一
）
…
恥

１
地
鮭
入
力
の
過
小
評
価
…
…
…
…
…
伽

・
２
敷
地
地
盤
の
性
状
に
関
す
る
過
大

評
価
．
．
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
刷

三
安
全
設
計
審
査
指
針
違
反
（
そ
の
二
）
…
皿

第
三
社
会
的
条
件
の
不
適
合
性
等
…
…
…
…
劔

一
原
子
力
発
電
所
用
淡
水
…
…
…
…
…
…
唖

１
１

皇
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
Ｕ
■
日
Ｕ
▲
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
甲
Ｇ
１
■
Ｂ
■
■
▲
Ｂ
９
Ａ
７
り
り

二
社
会
的
条
件
の
無
視
・
…
…
…
…
…
…
Ｆ
・
蠅

三
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
設
置
さ
れ
る
原
子

力
発
電
所
の
危
険
性
・
…
…
…
．
．
…
…
…
…
腿

第
四
本
件
原
子
炉
事
故
に
よ
る
災
害
の
過

小
評
価
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
蝿

一
災
害
評
価
の
基
準
…
…
…
…
・
…
…
．
．
…
・
剛

二
災
害
評
価
に
対
す
る
被
告
の
基
本
的

考
え
方
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
蝿

三
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
事
故
想
定

４

及
び
災
害
評
価
の
基
本
的
な
誤
り
．
．
…
…
・
魁

１
「
重
大
事
故
」
．
及
び
「
仮
想
事
故
」

の
窓
意
的
な
選
定
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
蝿

２
事
故
経
過
の
窓
意
的
な
想
定
…
…
…
師８

四
本
件
災
害
評
価
の
具
体
的
誤
り
…
…
…
蝿

１
本
件
災
害
評
価
で
想
定
さ
れ
て
い

る
事
故
経
過
は
窓
意
的
か
つ
非
科
学

的
で
あ
る
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
剛

２
本
件
災
害
評
価
で
用
い
ら
れ
て
い

る
様
々
な
仮
定
は
窓
意
的
で
根
拠
が

な
い
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
剛

３
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
推
定
災

害
の
不
当
性
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
蝿

五
予
想
し
得
る
災
害
の
評
価
…
…
…
…
…
蝿

１
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
事
故
想

定
の
誤
っ
た
前
提
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
伽

２
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
「
予
想

最
大
地
獲
動
」
の
不
当
性
・
…
・
…
・
…
…
断

３
想
定
す
べ
き
事
故
と
災
害
の
評
価
…
畑

六
結
論
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
価

第
六
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
違
法
性

（
そ
の
四
）
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
齢

第
一
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
の
欠
如
…
…
師

第
二
本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
…
…
…
…
…
側

’

1

一
許
容
被
ば
く
線
量
と
め
や
す
線
量
の

危
険
性
と
違
法
性
・
…
…
・
…
…
・
・
・
…
…
…
・
剛

二
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
違
反
…
…
…
邸

１
本
件
許
可
処
分
は
違
法
な
基
準
に

よ
っ
て
安
全
審
査
が
な
さ
れ
た
違
法

８

が
あ
る
．
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
・
…
・
…
…
砥

２
本
件
許
可
処
分
は
、
安
全
設
計
審

査
指
針
、
立
地
審
査
指
針
及
び
告
示

・
に
も
違
反
し
て
違
法
…
…
…
…
…
…
…
剛

３
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
二
四
条

２

－
項
四
号
に
違
反
す
る
…
…
…
…
…
…
脇

４
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
二
四
条

一
項
一
号
な
い
し
三
号
に
も
違
反
…
…
皿

三
基
本
法
及
び
規
制
法
は
憲
法
違
反
で

５

．
一
一
国
一
一
《
再
一
●
■
■
■
■
●
●
●
●
●
①
■
●
■
■
■
●
●
●
●
●
●
。
■
■
●
●
●
●
●
の
●
●
●
●
■
①
■
●
●
●
●
必
一
ｍ
抑
《

第
三
原
子
力
発
電
は
必
要
で
な
い
…
…
…
…
蠅

一
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
」
論
の
欺
礒
性
…
Ⅷ

二
日
本
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
と

９

そ
の
対
応
策
の
誤
り
．
．
…
…
…
…
…
…
・
…
価

第
四
結
論
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
加

（
被
告
の
答
弁
及
び
主
張
）

第
一
章
本
件
許
可
処
分
と
原
告
適
格
の
問

題
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
Ⅷ

一
本
件
許
可
処
分
と
原
告
ら
の
関
係
に

４

つ
い
て
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
剛

二
原
告
適
格
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
…
…
…
・
剛４

『
ｌ
｛
は
じ
め
に
．
．
…
…
…
…
．
．
…
…
…
・
…
。
Ⅳ

２
本
件
訴
訟
の
特
質
と
問
題
点
Ｉ
原

告
ら
の
訴
の
利
益
に
つ
い
て
．
・
・
・
…
…
・
・
皿

３
原
告
適
格
を
基
礎
付
け
る
事
実
の

５

具
体
性
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
・
…
…
：
・
・
Ⅳ

三
本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
に
つ
い

，
４
．
１
’
１
９

●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
９
ｐ
。
ｐ
Ｐ
Ｉ
■
■
■
■
０

９

て
・
…
・
…
』
…
・
・
・
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
Ⅳ

１
．
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
法
律
上
・

の
位
置
づ
け
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
・
剛

２
？
本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
・
・
…
…
・
血

３
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
の
公
定
力
…
脱

４
原
告
適
格
を
裏
付
け
る
事
実
の
立

２

．
・
証
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
冊

第
二
章
本
件
許
可
処
分
手
続
の
適
法
性
・
・
…
・
脱

一
は
じ
め
に
Ｉ
原
子
力
発
電
所
設
置
許

可
処
分
手
続
の
概
略
に
つ
い
て
…
…
・
・
・
…
柵

二
基
本
法
二
条
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
．
．
…
捌

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
合
憲
性
…
…
…
棚

１
規
制
法
二
四
条
の
白
地
規
定
性
に

９

つ
い
て
…
…
…
．
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
冊

２
原
子
炉
等
規
制
法
及
び
原
子
力
基

本
法
と
適
正
手
続
条
項
に
つ
い
て
…
…
血

四
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
適
法
性
…
…
蝿２

１
は
じ
め
に
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
卿

２
行
政
手
続
の
法
的
規
制
…
…
…
…
…
醜

３
本
件
審
査
手
続
の
概
要
と
そ
の

個
々
の
問
題
点
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
鯛

４
手
続
上
の
個
別
的
理
疵
に
基
づ
く

本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
に
つ
い
て
…
棚

５
形
式
的
側
面
か
ら
見
た
適
正
手
続

保
障
義
務
違
反
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
．
．
Ｍ

五
手
続
的
実
質
審
理
の
適
法
性
・
…
．
．
…
・
…
帥１

六
結
語
．
．
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
期

七
本
件
許
可
処
分
の
裁
量
処
分
性
…
…
…
畑

第
三
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

（
そ
の
一
）
…
．
．
…
…
・
・
…
…
…
…
・
…
・
鯛

第
一
は
じ
め
に
ｌ
原
子
力
発
電
所
の
危
険

性
の
根
源
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
…
…
…
…
・
伽

一
・
核
分
裂
生
成
物
等
の
産
出
と
そ
の
毒

’

’
１
９
‐
７
，
‐
Ｄ
８
６
■
日
日
■
■
●
■
■
司
凸
■
●
国
。
０
■
■
１
■
Ｉ
ｌ
ｑ
ｌ
ｅ
り
０
凸
●
■
９
凸
１
６
■
■
■
■



爾
軸
卿
剥
麺
罰
繩
郷
到
域
測
瀧
戦
謁
和
樋
野
叩
射
拙
甜
悦
冊
．
即
沁
袖
吋
腓
抑
舳
祁
い
み
魂
軸
町
ｕ
野
洲
肝
嘩
哩
聰
哺
心
封
砺
邨
ア
仙
唇
擦
篭
幹
掛
流
罪
卸
迅
弔
舞
踊
哩
再
鐸
異

４
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性
に
つ
い
て
。
…
…
・
…
・
・
…
…
…
…
…
・
…
・
棚

１
核
分
裂
生
成
物
等
の
産
出
と
そ
の

毒
性
の
特
質
に
つ
い
て
…
・
…
・
…
：
・
・
…
剛

２
放
射
線
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
…
…
剛

３
許
容
被
ば
く
線
量
と
線
量
目
標
値

に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
Ｍ
》

４
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
危
険
性
に
つ
い

て
・
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
洲

二
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
・
…
・
…
…
…
・
加

第
二
平
常
運
転
時
の
安
全
性
・
…
・
…
・
…
餌
・
…
・
加

一
本
件
原
子
力
発
電
所
の
平
常
運
転
時

に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
管
理
に

、
お
け
る
安
全
性
の
確
保
…
…
…
…
…
…
…
測

二
平
常
運
転
時
被
ば
く
評
価
値
の
安
全

性
…
…
・
…
・
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
泌

三
平
常
時
の
放
射
性
気
体
廃
棄
物
に
関

す
る
審
査
の
適
法
性
…
…
…
…
…
…
…
…
班

１
．
気
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
に
つ
い
て
…
班

２
放
射
性
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評

価
に
つ
い
て
．
・
・
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
畑

３
そ
の
他
の
微
粒
子
状
放
射
性
物
質

の
被
ば
く
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
畑

４
気
体
廃
棄
物
処
理
設
備
の
審
査
に

つ
い
て
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
畑

四
平
常
運
転
時
の
放
射
性
液
体
廃
棄
物

の
審
査
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
ず
畑

１
液
体
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、

放
出
量
及
び
被
ば
く
評
価
に
つ
い
て
…
畑

２
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
被

ば
く
の
実
測
値
に
つ
い
て
．
…
…
…
．
．
…
剛

３
外
部
被
ば
く
線
量
評
価
に
つ
い
て
…
剛

４
ヨ
ー
素
に
よ
る
被
ば
く
評
価
に
つ

５
幽
卜
リ
チ
ウ
ム
の
影
響
に
つ
い
て
…
…
測

６
液
体
廃
棄
物
に
よ
る
被
ば
く
評
価

値
の
適
法
性
に
つ
い
て
…
・
…
…
．
．
…
…
剛０

五
放
射
線
管
理
シ
ス
テ
ム
…
…
…
…
…
…
〃

１
環
境
放
射
線
監
視
設
備
に
つ
い
て
…
剛

２
分
析
、
測
定
方
法
に
つ
い
て
．
．
…
…
・
畑

３
環
境
放
射
線
監
視
体
制
・
…
・
…
…
…
・
畑

六
原
子
力
発
箪
所
内
で
の
作
業
者
被
ば

２

く
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
舩

七
原
子
力
発
電
所
周
辺
に
お
け
る
被
ば

く
の
実
態
に
つ
い
て
…
…
…
・
・
…
…
…
…
・
別２

八
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
に
つ
い
て
…
：
…
・
狐

１
固
体
廃
棄
物
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
鯉

２
固
体
廃
棄
物
の
最
終
処
分
方
法
の

４

審
査
対
象
性
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
〃

３
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

４

不
可
欠
性
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
…
…
・
・
〃

４
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

審
査
の
欠
如
に
よ
る
違
法
性
に
つ
い

て
…
…
…
…
…
…
ず
…
・
…
…
…
…
・
…
…
別２

５
固
体
廃
棄
物
の
「
最
終
処
分
」
の

方
法
の
不
在
と
規
制
法
二
四
条
・
…
．
．
…
別

６
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
な
い
し

敷
地
内
へ
の
貯
蔵
保
管
の
審
査
に
つ

４

い
て
・
…
…
…
．
．
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
〃

九
使
用
済
燃
料
及
び
そ
の
再
処
理
に
つ

い
て
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
閲２

１
使
用
済
燃
料
、
再
処
理
、
核
燃
料

サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
…
・
…
・
・
…
…
…
…
班

２
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
の
審
査
に

５

つ
い
て
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
〃

３
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
つ
い
て
…
瀬

７

の
問
題
に
つ
い
て
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
脇

５
再
処
理
に
よ
り
排
出
さ
れ
る
廃
棄

７

物
の
貯
蔵
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
・
…
・
〃

６
規
制
法
二
四
条
一
項
二
号
、
四
号

７

違
反
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
…
・
・
・
…
…
・
・
〃

、
７
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
設
備
及
び
貯

８

蔵
能
力
に
つ
い
て
・
・
…
…
．
．
…
．
．
…
…
…
〃

十
廃
止
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
の
施
設

８

の
措
置
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
．
．
…
…
…
…
〃８

第
三
温
排
水
の
審
査
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
・
舩

第
四
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

（
そ
の
二
）
ｌ
本
件
原
子
炉
の
構
造

０

の
安
全
性
・
・
…
…
・
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
開

第
一
は
じ
め
に
Ｉ
本
件
原
子
炉
の
構
造
の

０

概
略
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
…
・
・
閲

第
二
燃
料
棒
と
炉
心
の
構
造
の
安
全
性
…
…
剛

・
一
本
件
原
子
炉
に
使
用
さ
れ
る
燃
料
の

０

健
全
性
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
・
や
。
…
別２

二
炉
心
の
構
造
と
役
割
…
・
…
・
・
・
…
…
…
・
・
淵

三
平
常
運
転
時
の
安
全
性
…
…
・
…
・
…
・
…
狐

１
安
全
設
計
審
査
基
準
…
…
…
…
…
…
剛３

２
炉
心
核
設
計
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
別４

３
炉
心
熱
設
計
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
・
・
鮒４

４
燃
料
棒
事
故
…
．
．
…
・
…
…
…
…
…
…
別

四
事
故
時
に
お
け
る
炉
心
…
…
…
・
…
・
…
・
剛

１
安
全
審
査
の
対
象
・
…
…
・
…
…
…
・
…
剛

２
一
次
冷
却
材
配
管
の
破
断
事
故
に

９

つ
い
て
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
閲

３
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の
燃
料
挙
動
に
つ
い

て
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
子
．
…
・
剛２

４
結
論
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
別

第
三
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
に
つ
い

i
一
本
件
原
子
炉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
に
対
す
る

配
慮
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
醜

二
蒸
気
発
生
器
の
機
能
に
つ
い
て
・
・
…
…
・
班

三
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
の
重
大
性
と

５

現
実
性
に
つ
い
て
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
別

１
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
の
重
大
性

５

に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
別

２
細
管
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
…
・
…
・
・
沌

四
蒸
気
発
生
器
細
管
の
安
全
審
査
に
っ

７

い
て
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
．
．
…
．
．
…
…
…
別

１
審
査
の
経
緯
…
・
・
：
…
。
：
…
…
：
…
…
”

２
審
査
基
準
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
・
・
洲

３
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
…
…
…
”

４
設
計
上
の
配
慮
に
つ
い
て
。
…
・
…
…
・
測

五
試
験
及
び
検
査
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
・
…
刎

六
審
査
の
適
正
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
測

七
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
に
よ
る
災
害

８

の
評
価
に
つ
い
て
。
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
別

第
四
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却
系

配
管
の
健
全
性
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
醐

一
本
件
原
子
炉
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却
系
配

８

管
の
健
全
性
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
別

二
安
全
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
…
…
…
測

三
圧
力
容
器
等
の
中
性
子
照
射
に
よ
る

０

脆
化
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
閲

四
応
力
腐
食
割
れ
及
び
疲
労
き
裂
・
…
・
…
”

五
圧
力
容
器
に
関
す
る
規
格
に
つ
い
て
…
蝿３

六
結
論
…
…
・
・
…
・
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
開

第
五
本
件
原
子
炉
に
お
け
る
安
全
防
護
設

３

備
…
・
…
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
…
…
・
・
…
…
…
…
．
．
…
・
開
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面
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46判例時報891号

一
安
全
性
確
保
に
対
す
る
配
慮
と
事
故

対
策
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
畑

１
は
じ
め
に
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
・
醜

２
異
常
状
態
の
発
生
防
止
…
…
…
…
…
畑

３
異
常
状
態
の
拡
大
防
止
…
…
．
．
…
…
・
狐

４
四
つ
の
安
全
防
護
設
備
…
．
．
…
…
…
・
派

二
一
次
冷
却
材
喪
失
事
故
（
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）

に
つ
い
て
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
淑

三
本
件
原
子
炉
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
性
能
の
実
証

性
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
測

四
本
件
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
審
査
基
準
に
つ
い
て
…
刎

五
安
全
設
計
審
査
指
針
適
合
性
…
・
…
・
…
・
池

六
本
件
原
子
炉
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
評

価
に
つ
い
て
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
・
醜

１
基
準
項
目
①
適
合
性
：
…
…
…
：
：
…
醜

２
基
準
項
目
②
適
合
性
…
…
…
・
…
．
．
…
”

３
基
準
項
目
③
適
合
性
…
…
…
．
．
…
・
…
畑

第
五
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

（
そ
の
三
）
ｌ
立
地
の
適
合
性
：
…
…
・
師

第
一
立
地
条
件
の
重
要
性
及
び
原
子
炉
立

地
審
査
指
針
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
…
・
那

一
立
地
条
件
の
重
要
性
に
つ
い
て
…
…
…
猟

二
立
地
条
件
に
お
け
る
基
準
に
つ
い
て
…
猟

第
二
立
地
の
適
合
性
と
耐
鍵
設
計
…
…
…
…
肺

一
自
然
的
立
地
条
件
の
適
合
性
の
確
認
…
猟

二
地
盤
…
・
…
…
・
…
・
・
・
・
…
…
・
…
…
…
・
・
…
猟

三
地
震
及
び
耐
震
設
計
・
…
…
…
…
…
…
・
・
畑２

四
本
件
審
査
に
お
け
る
立
地
評
価
…
…
…
〃

１
中
央
構
造
線
…
…
…
…
…
…
…
…
…
叩

２
．
敷
地
付
近
が
特
定
観
測
地
域
に
指

定
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
…
…
…
…
畑

３
過
去
に
お
け
る
地
震
歴
に
つ
い
て
…
剛

４
震
源
の
深
さ
の
推
定
に
つ
い
て
…
…
班

５
敷
地
内
断
層
の
活
動
性
に
つ
い
て
…
瀬

６
地
す
べ
り
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
・
…
・
恥

五
安
全
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
（
そ

の
一
）
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
恥６

１
地
腰
入
力
に
つ
い
て
。
…
…
…
…
．
．
…
″

２
敷
地
地
盤
の
性
状
に
つ
い
て
．
．
…
…
・
畑

六
安
全
設
計
審
査
指
針
に
つ
い
て
（
そ

の
二
）
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
卿

第
三
社
会
的
条
件
の
適
合
性
・
…
…
…
…
…
・
・
朋

一
原
子
力
発
電
所
用
淡
水
に
つ
い
て
…
…
池

二
社
会
的
条
件
に
つ
い
て
。
…
…
・
…
…
・
…
畑

三
本
件
原
子
力
発
電
所
が
瀬
戸
内
海
沿

岸
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
…
・
…
・
・
洲

第
四
想
定
事
故
に
つ
い
て
…
…
…
．
．
…
…
…
・
畑１

－
災
害
評
価
の
基
準
に
つ
い
て
…
…
・
…
・
・
閲

二
災
害
評
価
の
基
本
的
な
考
え
方
…
…
…
畑

三
万
一
の
事
故
に
備
え
て
の
立
地
条
件
…
醜

１
は
じ
め
に
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
醜

２
重
大
事
故
を
想
定
し
た
災
害
評
価
…
洲

３
仮
想
事
故
を
想
定
し
た
災
害
評
価
…
那

四
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
事
故
想
定

及
び
災
害
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
脳

１
事
故
の
選
定
に
つ
い
て
…
…
．
．
…
…
・
職

２
事
故
経
過
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
恥８

五
本
件
災
害
評
価
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
腿

１
事
故
経
過
の
想
定
に
つ
い
て
。
…
・
・
…
剛

２
本
件
災
害
評
価
で
用
い
ら
れ
て
い

る
仮
定
に
つ
い
て
…
…
・
・
…
…
…
…
…
・
郷

３
本
件
安
全
審
査
に
お
け
る
推
定
災

害
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
剛

六
災
害
の
予
想
に
つ
い
て
・
・
・
…
…
・
…
・
…
・
獅

七
結
論
・
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
醜

第
六
章
本
件
許
可
処
分
の
内
容
の
適
法
性

３

（
そ
の
四
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鮒３

第
一
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
…
…
…
…
…
鮒

第
二
本
件
許
可
処
分
の
適
法
性
・
…
・
…
・
…
…
酬

一
許
容
被
ば
く
線
量
と
め
や
す
線
量
に

３

つ
い
て
．
…
…
…
・
…
…
…
．
．
…
…
…
…
．
．
…
別

二
本
件
許
可
処
分
の
規
制
法
適
合
性
…
…
狐

１
本
件
許
可
処
分
に
お
け
る
基
準
に

４

つ
い
て
．
…
・
…
…
…
…
…
．
．
…
…
・
…
…
・
鮒

２
本
件
許
可
処
分
と
安
全
設
計
審
査

４

指
針
等
に
つ
い
て
．
…
・
…
・
…
…
響
．
…
…
・
別

３
本
件
許
可
処
分
と
規
制
法
二
四
条

４

－
項
四
号
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
閲

４
本
件
許
可
処
分
と
規
制
法
二
四
条

一
項
一
号
な
い
し
三
号
…
…
…
・
…
…
・
・
郡

５
「
本
件
許
可
処
分
は
規
制
法
違
反
」

と
の
原
告
ら
の
主
張
の
不
当
性
…
…
…
狐

６
本
件
許
可
処
分
の
規
制
法
適
合
性
…
剛

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
合
憲
性
…
…
…
洲

第
三
原
子
力
発
電
の
必
要
性
…
…
…
・
…
．
．
…
剛

一
世
界
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を

９

め
ぐ
る
状
況
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
鮒

二
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
の
努
力
に
関
す
る

０

世
界
の
す
う
勢
・
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
刈

三
日
本
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
と

ｌ

そ
の
対
応
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
．
．
…
・
…
…
刈

四
電
力
の
必
要
と
安
定
供
給
の
確
保
…
…
洲３

第
四
結
語
…
…
狸
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
洲

（
被
告
の
主
張
に
対
す
る
原
告
ら
の
答
弁
及

び
反
論
）

３

第
一
原
告
適
格
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
測

一
訴
の
利
益
の
存
在
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
猟

二
本
件
許
可
処
分
の
法
的
効
果
に
つ
い

５

て
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
刑

第
二
本
件
許
可
処
分
手
続
の
違
法
性
に
つ

６

い
て
・
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
．
Ⅱ

一
安
全
審
査
の
対
象
…
…
…
…
…
…
…
…
猟

二
原
子
力
基
本
法
二
条
違
反
に
づ
い
て
…
猟

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
違
憲
性
に
つ

１

い
て
…
・
…
・
・
・
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
・
…
・
…
洲

四
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
違
法
性
に

８

つ
い
て
。
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
洲

五
手
続
的
実
質
審
理
の
違
法
性
に
つ
い

９

て
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
洲

六
本
件
許
可
処
分
の
非
裁
量
処
分
性
に

９

つ
い
て
．
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
洲

第
三
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
の
根
源
に

ｌ

つ
い
て
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
敬

一
核
分
裂
生
成
物
の
産
出
と
そ
の
毒
性

１

に
つ
い
て
…
…
…
…
・
・
…
・
…
…
…
…
…
…
別

二
原
子
力
発
電
所
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
畑

第
四
平
常
運
転
時
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
…
畑

一
平
常
運
転
時
に
お
け
る
放
射
性
廃
棄
・

物
に
よ
る
被
ば
く
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
那

二
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
つ
い
て
…
…
伽７

三
温
排
水
に
つ
い
て
…
．
．
…
…
・
…
…
…
…
別

第
五
本
件
原
子
炉
の
構
造
の
欠
陥
に
つ
い

８

て
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
馴

一
燃
料
棒
と
炉
心
の
構
造
の
危
険
性
…
…
那

二
蒸
気
発
生
器
細
管
事
故
に
つ
い
て
…
…
棚

三
本
件
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷

７

却
系
配
管
に
つ
い
て
。
…
・
…
…
…
…
…
…
・
舩

四
本
件
原
子
炉
に
お
け
る
安
全
防
護
施

０

設
に
つ
い
て
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
・
．
・
鮒

第
六
立
地
に
つ
い
て
他
．
…
…
…
…
…
…
・
…
班

一
立
地
選
定
の
誤
り
と
耐
震
設
計
に
つ

５

い
て
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
別



短
和
斜
舗
何
判
昭
計
＄
い
，
壬
泗
州
壗
恕
蜥
軸
Ｌ
吋
町
品
踏
、
！
●
ｆ
４
－
０
０
４
制
稲
ｊ
毎
合
宿
ク
１
発
鞄
ゞ
Ｉ
函
箭
＃
グ
ｉ
ｉ
い
、
川
‐
、
１
．
画
今
‐
ｉ
１
ｐ
ゞ
し
ｊ
ｒ
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魚
．
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ｆ
ｊ
瀞
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榊
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、
ａ
８
ｎ
４
ｊ
Ｉ
令
叩
●
４
’
ヨ
、
優
幽
二
一
画
一
一
一
一
『
電
軸
驚
罰
蝿
雌
泄
蛆
叫
罪
沁
即
町
宮
偏
則
り
●
，
測
り
、
４
，
期

一
＆
．

〃
ｊ
１
日
口
も

891号判例時報47

二
万
一
の
事
故
に
備
え
て
の
立
地
条
件

、
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
測

三
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
に
つ
い
て
…
剛

第
七
必
ず
起
こ
る
破
滅
的
な
大
事
故
…
…
…
測

一
は
じ
め
に
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
測

二
本
件
原
子
炉
が
そ
の
事
故
に
よ
っ
て
、

周
辺
住
民
に
災
害
を
与
え
る
こ
と
は
な
．

い
と
の
被
告
の
主
張
の
誤
り
と
不
当
性
…
郷

第
八
本
件
訴
訟
に
お
い
て
「
原
子
力
発
電

所
の
必
要
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
郷９

第
九
結
語
…
・
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
・
・
別

（
原
告
ら
の
反
論
に
対
す
る
被
告
の
答
弁
）

（
証
拠
）
《
略
》

理
由
．
…
負
…
…
…
…
．
：
…
…
：
…
。
：
…
細

第
一
本
件
許
可
処
分
の
存
在
及
び
原
告
適

格
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
抑

一
本
件
許
可
処
分
の
存
在
及
び
本
件
許

可
処
分
と
原
告
ら
と
の
関
係
…
…
…
・
…
・
・
州

：
二
原
告
適
格
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
細

第
二
本
件
許
可
処
分
に
お
け
る
手
続
の
違

法
性
の
主
張
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
・
…
・
…
測

一
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
手
続
の
概
略
…
狐

二
基
本
法
二
条
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
…
捌

三
基
本
法
及
び
規
制
法
の
憲
法
違
反
の

主
張
に
つ
い
て
．
．
…
．
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
狐

四
本
件
許
可
処
分
が
規
制
法
に
違
反
す

・
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
…
．
．
…
…
…
…
…
・
醜

１
原
子
炉
設
置
許
可
手
続
の
特
殊
性

か
ら
一
定
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
旨

の
主
張
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
籾

２
本
件
原
子
炉
設
置
許
可
手
続
に
お

け
る
個
別
的
理
疵
に
つ
い
て
…
…
…
…
雑

五
手
続
的
実
質
審
理
上
の
違
法
ｌ
安
全

評
価
過
程
に
お
け
る
適
正
手
続
保
障
義

務
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
・
…
・
獅

六
本
件
許
可
処
分
が
裁
避
行
為
で
あ
る

旨
の
主
張
に
つ
い
て
。
…
…
…
…
・
・
…
…
…
細

第
三
平
常
時
被
ば
く
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
細

一
許
容
被
ば
く
線
量
の
危
険
性
の
主
張

８

に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
弱

二
本
件
原
子
炉
の
平
常
運
転
時
に
お
け

る
放
射
性
物
質
管
理
．
．
“
…
・
…
…
…
…
・
…
・
腿３

１
平
常
運
転
時
に
お
け
る
被
ば
く
評

２

価
値
と
そ
の
危
険
性
に
つ
い
て
…
…
…
鮒

２
気
体
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、
被
ば

２

く
評
価
に
つ
い
て
．
…
…
・
…
…
…
・
…
…
洲

３
液
体
廃
棄
物
の
放
出
過
程
、
被
ば

６

く
評
価
に
つ
い
て
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
洲

４
固
体
廃
棄
物
の
貯
蔵
、
保
管
等
に

つ
い
て
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
糊

５
放
射
線
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
…
畑

６
原
子
力
発
電
所
内
の
作
業
者
被
ば

く
の
問
題
に
つ
い
て
。
…
…
…
…
…
．
．
…
釧

三
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
つ
い
て
…
…
測

四
原
子
炉
の
使
用
を
廃
止
し
た
後
の
措

置
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
Ⅷ

五
温
排
水
に
つ
い
て
…
…
・
・
…
…
…
・
…
…
肌

第
四
事
故
防
止
対
策
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
狐

、
一
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
の
危
険
性
と

そ
の
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
．
．
…
…
…
・
狐

１
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
の
危
険
性
…
繩

２
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
発
生
の
可

能
性
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
狐

３
原
子
炉
の
安
全
確
保
の
技
術
に
つ

２

い
て
…
・
…
…
．
．
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
…
那

二
本
件
原
子
炉
の
安
全
性
確
保
に
対
す

３

る
配
慮
に
つ
い
て
．
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
別

１
本
件
原
子
炉
の
安
全
性
確
保
に
対

す
る
配
慮
．
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
剛

２
燃
料
及
び
炉
心
の
健
全
性
に
つ
い

６

て
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
師

３
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
に
つ

Ｏ

い
て
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
‐
…
・
冊

４
原
子
炉
圧
力
容
器
及
び
一
次
冷
却

系
配
管
の
健
全
性
に
つ
い
て
…
．
．
…
…
・
郷

三
本
件
原
子
炉
の
立
地
選
定
及
び
耐
震

５

設
計
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
邪

１
原
子
炉
の
設
置
と
自
然
的
立
地
条

凸
戸
■
民
砠
》

件
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
鮒５

２
地
盤
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
冊９

３
地
震
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
．
．
…
冊

４
耐
震
設
計
に
つ
い
て
…
・
…
…
…
…
・
・
剛

四
社
会
的
立
地
条
件
に
つ
い
て
．
…
・
…
…
・
州

１
発
電
所
用
淡
水
の
取
水
に
つ
い
て
…
郷

２
社
会
的
条
件
の
不
備
に
つ
い
て
．
…
・
・
州

３
本
件
原
子
力
発
電
所
が
瀬
戸
内
海

沿
岸
に
設
置
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
…
…
州

五
四
国
電
力
の
技
術
的
能
力
に
つ
い
て
…
郷５

第
五
事
故
対
策
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
珊

一
工
学
的
安
全
防
謹
設
備
に
つ
い
て
…
…
繩

１
事
故
対
策
と
工
学
的
安
全
防
護
設

備
の
健
全
性
に
つ
い
て
．
．
…
，
．
…
…
…
・
・
繩６

２
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
に
つ
い
て
．
．
…
・
…
…
…
…
胡

二
万
一
の
事
故
に
備
え
て
の
立
地
条
件
…
側

１
災
害
評
価
に
基
づ
く
立
地
条
件
に

’

．
つ
い
て
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
冊４

２
推
定
事
故
に
つ
い
て
．
…
…
…
・
…
…
・
鮒

第
六
本
件
許
可
処
分
の
違
法
性
の
問
題
に

５

つ
い
て
…
．
．
…
・
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
側

１
手
続
上
の
違
法
性
の
問
題
に
つ
い

５

て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ⅲ

２
本
件
許
可
処
分
の
内
容
上
の
違
法

５

性
の
問
題
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
・
…
・
側５

第
七
結
語
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
棚

〔
別
紙
〕

別
紙
一
当
事
者
の
表
示
…
・
…
・
…
…
…
・
…
柵

〃
２
原
告
居
住
地
表
示
地
図
…
…
…
…
伽

″
三
サ
ン
オ
ノ
フ
レ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ

ト
ヤ
ン
キ
ー
各
発
電
所
の
液
体

廃
棄
物
放
出
量
・
…
・
…
…
…
…
…
・
伽

〃
四
第
八
六
部
会
委
員
名
等
…
…
…
…
柵

〃
五
第
八
六
部
会
の
審
査
会
へ
の
報

告
及
び
協
議
の
日
程
、
内
容
…
…
仰

〃
六
の
１
第
八
六
部
会
の
調
査
審
議
の

日
程
及
び
内
容
…
・
…
…
・
・
…
…
…
卯

〃
六
の
２
第
八
六
部
会
の
現
地
調
査
の

日
程
及
び
内
容
…
…
…
・
・
…
…
・
…
０

〃
七
第
八
六
部
会
の
各
委
員
の
加
圧

水
型
原
子
炉
の
審
査
経
験
…
…
…
柵

〃
８
放
射
性
物
質
を
閉
じ
込
め
る
た

め
の
障
壁
…
…
…
…
…
…
…
…
…
伽

〃
９
放
射
性
物
質
の
発
生
・
検
知
・

処
理
の
説
明
図
・
…
…
…
…
・
・
…
…
棚

〃
、
加
圧
水
型
原
子
炉
の
構
造
…
…
…
畑

〃
ｕ
燃
料
構
造
説
明
図
…
…
…
…
…
…
皿

〃
廻
蒸
気
発
生
器
構
造
説
明
図
…
…
…
畑

〃
週
原
子
力
発
電
所
施
設
と
Ｌ
Ｏ
Ｆ

Ｔ
実
験
装
置
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
畑

〃
皿
工
学
的
安
全
施
設
系
統
説
明
図
…
鯉
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一
本
件
許
可
処
分
と
原
告
ら
の
関
係
に

つ
い
て

請
求
の
原
因
第
一
章
の
㈲
、
○
の
事
実
及
び
、

同
国
の
う
ち
、
原
告
ら
が
そ
の
主
張
の
地
に
居
住

し
て
い
る
と
の
点
は
認
め
る
。
同
日
の
そ
の
余
の

事
実
は
否
認
し
、
主
張
は
争
う
。

二
原
告
適
格
に
つ
い
て

１
は
じ
め
に

原
告
ら
は
、
次
に
述
べ
る
が
如
く
、
い
ず
れ
も

本
件
許
可
処
分
の
取
消
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益

を
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
本
件
訴
の
原
告
と
し

て
の
適
格
を
欠
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
、

原
告
ら
の
本
件
訴
を
却
下
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

２
本
件
訴
訟
の
特
質
と
問
題
点
ｌ
原
告
ら
の

訴
の
利
益
に
つ
い
て

㈲
本
件
訴
訟
は
、
行
政
庁
の
極
め
て
高
度
な

政
策
的
判
断
と
、
極
め
て
高
度
な
専
門
技
術
的
判

断
の
当
否
が
争
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
件
論

争
の
場
は
裁
判
所
で
あ
る
か
ら
、
原
子
力
政
策
や

立
法
政
策
の
当
否
、
原
子
力
行
政
の
在
り
方
の
追

及
、
原
子
炉
の
安
全
性
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
細

部
に
わ
た
る
技
術
的
論
争
等
に
つ
い
て
の
論
議
を

し
て
も
あ
ま
り
意
義
は
な
い
。
し
か
し
、
原
告
ら

は
い
わ
ゆ
る
原
子
力
問
題
全
般
に
わ
た
る
多
種
多

様
の
問
題
を
本
件
訴
訟
に
お
い
て
提
起
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
、
ま

（
被
告
の
答
弁
及
び
主
張
）

第
一
章
本
件
許
可
処
分
と

原
告
適
格
の
問
題
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ず
諺
裁
判
所
本
来
の
機
能
に
即
し
た
事
項
を
取
出

し
て
い
く
こ
と
を
、
ま
ず
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
訴
訟
は
、
前
記
の
よ

う
な
特
殊
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
訴
訟

類
型
は
い
う
ま
で
も
な
く
行
政
処
分
の
取
消
訴
訟

（
以
下
単
に
取
消
訴
訟
と
い
う
）
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
検
討
は
、
本
件
論
争
の

場
が
裁
判
所
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た

う
え
で
、
本
件
訴
訟
を
純
然
た
る
取
消
訴
訟
と
し

て
見
る
こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

○
取
消
訴
訟
の
訴
訟
要
件
に
関
し
て
最
も
ひ

ん
繁
に
問
題
と
な
る
点
は
、
い
わ
ゆ
る
処
分
性
の

問
題
と
原
告
適
格
の
問
題
で
あ
る
。
本
件
に
お
い

て
は
、
本
件
許
可
処
分
が
処
分
性
を
有
す
る
こ
・
と

に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
が
、
原
告
ら
の

原
告
適
格
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
所
在
を

意
識
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
け
だ
し
、
原
告
ら

は
本
件
許
可
処
分
の
名
宛
人
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
処
分
の
名
宛
人
以
外
の
者
が
そ
の
取
消
し
を

求
め
る
に
つ
い
て
は
（
特
に
当
該
処
分
が
名
宛
人

に
対
す
る
関
係
で
授
益
処
分
で
あ
る
場
合
に
は
な

お
更
）
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
以
下
「
行
訴
法
」

と
い
う
）
九
条
に
い
う
「
法
律
上
の
利
益
」
の
存
在

に
つ
い
て
の
格
別
の
論
証
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

白
取
消
訴
訟
の
本
来
的
な
機
能
、
目
的
は
、

当
該
行
政
処
分
に
よ
っ
て
生
じ
た
違
法
状
態
を
排

除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
国
民
の
個
別
、
具

体
的
な
権
利
、
利
益
を
救
済
す
る
こ
と
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
取
消
訴
訟
を
通
じ
て
違
法
な
行
政
処

分
が
是
正
さ
れ
た
結
果
、
妥
当
な
政
策
、
適
正
な

行
政
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
が
、
こ

の
こ
と
自
体
は
取
消
訴
訟
の
本
来
的
な
機
能
、
目

的
で
は
な
い
。
妥
当
な
政
策
、
適
正
な
行
政
の
確

保
は
、
取
消
訴
訟
を
契
機
と
し
て
そ
の
結
果
な
も
当
然
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
取
消
訴
訟
の
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
法
律
上
の
利
益
」
の
有

本
来
的
な
機
能
、
目
的
を
無
視
し
て
、
妥
当
な
政
無
は
、
当
該
処
分
の
判
断
基
準
と
し
て
の
根
拠
法

策
、
適
正
な
行
政
と
い
う
、
い
わ
ば
反
射
的
、
付
規
が
、
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
者
の
個
人
的
な

随
的
な
作
用
を
強
調
す
る
余
り
、
際
限
な
え
と
も
利
益
を
保
護
対
象
と
し
て
い
る
か
否
か
、
そ
し

云
え
る
ほ
ど
に
広
く
取
消
訴
訟
提
起
の
道
を
開
く
て
、
当
該
処
分
に
よ
り
現
実
に
そ
の
利
益
が
穀
損

こ
と
は
、
法
律
が
民
衆
訴
訟
を
別
に
用
意
し
て
い
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

る
趣
旨
を
没
却
す
る
。
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
行
訴
法
九
条
の

卿
原
告
ら
は
、
そ
の
主
張
に
照
ら
す
と
、
原
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
の
範
囲
を
拡
大

、

告
適
格
の
範
囲
を
で
き
る
限
り
広
く
認
め
、
〃
取
消
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
人
の
有
す
る
あ
る
利

訴
訟
に
、
政
策
な
い
し
行
政
の
在
り
方
に
対
し
て
益
が
当
該
行
政
法
規
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
利

の
国
民
の
意
見
を
聴
取
し
、
反
映
さ
せ
る
機
会
と
益
と
解
し
得
る
か
否
か
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
す
べ

し
て
の
色
彩
を
与
え
よ
う
と
の
発
想
を
有
し
て
い
き
も
の
で
あ
っ
て
、
原
告
の
立
場
に
お
い
て
主
観

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
的
に
は
保
謹
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

取
消
訴
訟
の
本
来
的
な
機
能
と
相
容
れ
な
い
も
の
な
利
益
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
実
定
実
体
法
に
即

で
あ
る
。
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
客
観
性

取
消
訴
訟
は
、
あ
く
ま
で
行
政
に
よ
っ
て
違
法
の
裏
打
ち
を
も
っ
た
法
律
上
の
利
益
に
は
高
め
得

に
侵
害
さ
れ
た
私
人
の
権
利
、
利
益
の
回
復
を
図
な
い
も
の
で
あ
る
。

り
、
そ
の
救
済
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
す
な
わ
ち
、
行
訴
法
九
条
に
い
う
「
法
律
上
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
は
、
個
別
利
益
」
の
存
否
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
利
益

的
、
具
体
的
な
法
律
上
の
争
訟
に
法
律
を
適
用
し
が
、
当
該
行
政
処
分
の
根
拠
で
あ
る
行
政
法
規
の

て
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
も
の
で
個
々
の
条
文
が
保
謹
し
て
い
る
利
益
で
あ
る
と
解

あ
り
、
裁
判
は
具
体
的
事
実
に
実
体
法
規
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る

し
た
国
民
の
権
利
、
利
益
の
実
現
に
奉
仕
す
る
も
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
、
そ
の
利
益

の
で
、
実
体
法
と
い
う
判
断
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
・
が
、
当
該
行
政
法
規
が
一
般
的
に
実
現
を
目
指
し

公
正
が
担
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
て
い
る
公
益
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
性
質
の
も
の

で
も
な
い
。
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
い
え
ば
、
当
該
で
あ
れ
ば
、
そ
の
訴
の
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
も

行
政
処
分
が
そ
の
根
拠
法
規
に
照
ら
し
て
違
法
で
の
で
あ
る
。

あ
る
か
否
か
を
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
当
国
そ
う
だ
と
す
る
と
、
本
件
に
お
け
る
原
告

該
実
体
法
規
か
ら
遊
離
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
ら
の
訴
の
利
益
の
有
無
を
判
断
す
る
に
は
、
ま
ず

で
は
な
い
。
規
制
法
が
何
を
保
護
の
目
的
と
し
て
い
る
か
が
検

こ
う
し
た
司
法
の
性
質
な
い
し
機
能
の
特
質
は
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点

「
法
律
上
の
利
益
」
の
有
無
の
判
断
に
当
た
っ
て
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
と
、
ま
ず
、
同
法
が
原
子
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炉
等
に
つ
い
て
の
安
全
性
の
確
保
を
基
本
的
な
目

的
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
う
余

‐
地
が
な
い
（
一
条
）
・
同
法
二
四
条
一
項
四
号
が
原

子
炉
設
置
の
許
可
基
準
と
し
て
、
原
子
炉
施
設
の

位
置
、
構
造
等
が
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
の

防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
を
定
め
て
い
る
の
も
、
こ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
法
に
い
う
「
安
全
」
と

は
あ
く
ま
で
も
「
公
共
の
安
全
」
（
一
条
）
で
あ

る
か
ら
、
右
に
い
う
「
災
害
の
防
止
」
が
目
指
す

も
の
は
、
特
定
の
個
人
が
、
直
接
、
利
益
の
主
体

と
な
り
得
る
よ
う
な
個
別
性
を
予
定
し
た
も
の
で

は
な
く
、
広
く
公
共
の
利
益
の
維
持
に
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
特
定
の
個
人
、

例
え
ば
、
原
子
力
発
電
所
付
近
の
具
体
的
な
個
々

の
住
民
の
安
全
も
当
然
こ
れ
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
々

の
住
民
の
安
全
は
、
「
公
共
の
安
全
」
を
通
じ
て

確
保
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

右
の
意
味
で
は
、
原
告
ら
が
本
件
原
子
炉
の
運

転
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
主

張
す
る
原
告
ら
個
々
人
の
生
命
、
健
康
、
財
産

は
、
規
制
法
の
保
護
の
目
的
で
あ
る
と
い
っ
て

も
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
旨

を
殊
更
力
説
し
て
み
て
も
原
告
ら
が
原
告
適
格
を

有
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
に
足
る
根
拠
と
は
到

底
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
右
に
掲

げ
る
よ
う
な
原
告
ら
個
々
人
の
個
別
、
具
体
的
な

利
益
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
政
の
上
で
最

大
限
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ

が
規
制
法
等
に
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
り
な
く
、
換
言
す
れ
ば
、
関
係
行
政
法
規

の
規
定
の
仕
方
以
前
の
問
題
と
し
て
、
最
大
限 ‘

に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ

〉
（
や
。

も
し
、
仮
に
、
原
告
ら
が
、
本
件
許
可
処
分
の

直
接
の
効
果
と
し
て
、
そ
の
主
張
す
る
よ
う
な
被

害
を
被
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
右
処
分
の
取
消

し
を
求
め
る
原
告
適
格
を
否
定
さ
れ
る
い
わ
れ
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
原
告
ら
は
本
件
許
可
処

分
の
直
接
の
効
果
と
し
て
は
い
か
な
る
不
利
益
を

受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
後
に
更
に

詳
論
す
る
。
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
特
に
明
確
に
し

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
個
別
、
具
体

的
な
利
益
の
侵
害
を
基
礎
と
せ
ず
に
、
原
告
ら
が

原
子
力
発
電
所
周
辺
住
民
と
し
て
有
す
る
抽
象
的

な
い
し
観
念
的
な
利
益
、
例
え
ば
、
①
周
辺
住
民

が
原
子
炉
に
対
し
て
不
安
を
抱
か
ず
に
生
活
で
き

る
利
益
と
か
、
②
周
辺
住
民
が
適
正
な
原
子
力
行

政
を
求
め
る
利
益
、
と
い
っ
た
よ
う
な
利
益
を
観

念
し
た
う
え
、
こ
の
よ
う
な
利
益
に
よ
っ
て
原
告

ら
の
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
果
た
し
て

可
能
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

利
益
は
、
前
に
述
べ
た
意
味
で
の
公
益
に
完
全
に

包
含
さ
れ
、
そ
こ
で
解
消
し
て
し
ま
う
性
質
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
利
益
は
、
規
制

法
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
公
共
の
安
全
」

の
範
ち
ゅ
う
に
含
ま
れ
る
公
益
の
一
つ
の
表
現
と

い
い
得
る
の
が
精
々
で
あ
っ
て
、
行
訴
法
九
条
に

い
う
「
法
律
上
の
利
益
」
と
し
て
こ
れ
を
捕
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原

告
ら
が
、
本
件
原
子
炉
に
対
し
て
ば
く
然
と
し
た

主
観
的
不
安
を
持
っ
て
い
る
旨
の
主
張
や
、
原
告

ら
の
原
子
力
政
策
及
び
原
子
力
行
政
一
般
の
在
り

方
に
対
す
る
批
判
的
主
張
を
も
っ
て
し
て
は
、
到

底
原
告
ら
の
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
得
な
い
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
原
告
適
格
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
具
体
性

に
つ
い
て

㈲
本
件
原
子
炉
の
危
険
性
を
い
う
原
告
ら
の

主
張
の
具
体
性
の
欠
如

山
取
消
訴
訟
に
お
い
て
原
告
適
格
を
有
す

る
と
い
う
た
め
に
は
、
あ
る
行
政
処
分
に
よ
っ
て

原
告
が
何
ら
か
の
損
害
な
い
し
不
利
益
を
受
け
る

こ
と
を
ば
く
然
と
抽
象
的
に
主
張
す
る
だ
け
で
は

足
り
ず
、
行
政
処
分
に
よ
っ
て
損
害
な
い
し
不
利

益
を
受
け
る
過
程
、
損
害
な
い
し
不
利
益
の
内
容

を
具
体
的
に
主
張
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

点
に
つ
い
て
の
主
張
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
論
理

的
、
経
験
的
に
根
拠
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
更
に
、
原
告
適
格
は
本
案
審
理
の
た
め

の
要
件
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
案
判
決
を
す
る
上

の
要
件
で
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
主
張
を

裏
付
け
る
何
ら
か
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
。

も
っ
と
も
、
行
政
処
分
と
、
発
生
す
る
と
主
張

さ
れ
て
い
る
被
害
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
定

す
る
の
に
高
度
の
専
門
技
術
的
判
断
を
要
し
、
し

か
も
、
も
し
主
張
に
係
る
現
象
が
発
生
し
た
と
き

は
重
大
な
損
害
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
右
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
き
相
当
程

度
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
主
張
・
立

証
が
な
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
議
論
も
あ
り
得

な
い
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
立
場
に
立

っ
た
場
合
で
も
、
右
の
因
果
関
係
に
つ
き
仮
想
に

基
づ
く
観
念
的
な
万
に
一
の
可
能
性
さ
え
示
せ
ば

原
告
適
格
を
肯
定
し
得
る
と
す
る
こ
と
は
到
底
で

き
な
い
。
こ
・
の
よ
う
な
形
で
原
告
適
格
を
認
め
る

（

こ
と
峰
個
別
、
具
体
的
な
利
益
の
救
済
を
目
的

と
す
る
取
消
訴
訟
を
民
衆
訴
訟
と
区
別
し
難
く
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
。

と
こ
ろ
で
、
原
告
ら
が
本
件
原
子
炉
の
運
転
に

よ
っ
て
（
本
件
許
可
処
分
自
体
に
よ
っ
て
で
は
な

い
。
）
被
る
と
主
張
す
る
被
害
の
中
核
を
な
す
も

の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
つ
は
、
平
常
運
転
時

の
放
射
性
物
質
放
出
に
よ
る
放
射
線
被
ば
く
障
害

で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
炉
心
溶
融
事
故
を
初
め

と
す
る
原
子
炉
事
故
に
よ
る
被
害
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
以
下
に
お
い
て
、
右
の
よ
う
な
被
害
が
発
生

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
原
告
適
格
の

問
題
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
に
必
要
な
限
度
で
、

示
す
こ
と
と
す
る
。

②
本
件
原
子
炉
の
平
常
運
転
時
に
お
い
て

は
、
年
間
○
・
○
○
○
六
レ
ム
程
度
の
極
め
て
低

い
線
量
の
被
ば
く
を
与
え
る
放
射
性
物
質
が
環
境

に
放
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
原
告
ら
は
、
こ
れ

に
よ
る
放
射
線
被
ば
く
の
人
体
へ
の
影
響
を
危
ぐ

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
全
く
の
き
憂
で

あ
る
こ
と
は
、
右
の
線
量
と
自
然
界
に
存
在
す
る

放
射
線
（
い
わ
ゆ
る
自
然
放
射
線
）
の
線
量
と
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
低
線
量
の
放
射
線
被
ば

く
が
生
物
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
の
純
学
問
的

な
議
論
は
と
も
か
く
と
し
て
、
我
々
人
類
は
、

地
球
上
に
誕
生
し
て
以
来
、
常
に
本
件
原
子
炉
か

ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
線
量

よ
り
は
る
か
に
多
い
線
量
の
自
然
放
射
線
を
受
け

続
け
て
き
た
。
自
然
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
線
量

は
、
日
本
に
お
い
て
、
東
日
本
で
は
年
間
○
・
○

五
な
い
し
○
・
○
九
レ
ム
、
西
日
本
で
は
年
間

○
・
○
六
な
い
し
○
・
二
レ
ム
で
あ
る
・
・
こ
の
よ
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う
に
、
東
日
本
と
西
日
本
と
の
間
に
は
、
自
然
放

射
線
に
よ
る
被
ば
く
線
量
に
お
い
て
、
年
間
○
・

○
一
な
い
し
○
・
○
二
レ
ム
程
度
の
差
が
認
め
ら

れ
、
ま
た
、
本
件
原
子
炉
が
設
置
さ
れ
て
い
る
愛

媛
県
に
つ
い
て
見
て
も
、
伊
方
町
近
傍
の
大
洲
市

で
は
年
間
約
○
・
○
七
レ
ム
、
松
山
市
の
道
後
に

お
い
て
は
年
間
約
○
・
一
三
レ
ム
と
、
実
に
約
○
・

○
六
〃
ム
の
差
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
自
然
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く

線
量
の
異
な
る
地
域
相
互
の
比
較
を
し
て
み
て

も
、
放
射
線
被
ば
く
に
よ
っ
て
も
生
ず
る
と
さ
れ

る
白
血
病
を
初
め
と
す
る
ガ
ン
そ
の
他
の
障
害
や

遺
伝
的
障
害
の
発
生
率
に
は
統
計
学
上
有
意
な
差

が
あ
る
と
い
う
結
果
は
全
く
得
ら
れ
て
い
な
い
。

い
わ
ん
や
、
本
件
原
子
炉
の
平
常
運
転
に
伴
っ
て

放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
線
量
年

間
○
・
○
○
○
六
レ
ム
は
、
右
に
述
べ
た
自
然
放

射
線
に
よ
る
被
ば
く
線
量
の
地
域
に
よ
る
差
よ
り

も
は
る
か
に
低
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と

の
み
に
よ
っ
て
も
、
本
件
原
子
炉
の
周
辺
公
衆
に

白
血
病
を
初
め
と
す
る
ガ
ン
そ
の
他
の
障
害
や
遺

伝
的
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
は
全
く
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑧
原
告
ら
は
微
量
放
射
線
の
影
響
に
つ
い

て
も
「
し
き
い
値
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
い
か
な
る
微
量
の
放
射
線
被
ば
く
も
人

体
に
有
害
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
「
し
き

い
値
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
現
在
ま
で
の
知
見
に
よ
る
限
り
、
そ
れ
以

下
で
は
人
を
含
む
生
物
に
絶
対
に
影
響
が
な
い
と

断
定
で
き
る
よ
う
な
被
ば
く
線
量
を
明
確
な
数
値

を
も
っ
て
は
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
微
量
放
射
線
の

I

難
影
響
の
理
論
的
可
能
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
全
く

否
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
対
処
す
る
と
い
う
態
度

は
、
純
粋
に
学
問
と
し
て
の
自
然
科
学
の
レ
ベ
ル

あ
る
い
は
放
射
線
防
護
の
目
的
の
場
面
に
限
っ
て

の
も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
ま
で
の
数
多
く
の
研
究

に
よ
っ
て
も
微
量
放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
を
示

す
有
意
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
現
実
的

に
は
、
本
件
原
子
炉
か
ら
放
出
さ
れ
る
よ
う
な
極

微
量
放
射
線
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
告

示
で
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量
の
年
間
○
・
五
レ

ム
程
度
の
微
量
放
射
線
の
被
ば
く
に
よ
る
人
体
へ

の
影
響
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会

（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
の
一
九
六
五
年
勧
告
に
お
け
る

「
委
員
会
は
、
し
き
い
値
が
存
在
し
な
い
と
い
う

仮
定
、
及
び
、
す
べ
て
の
線
量
に
は
完
全
な
加
算

性
が
あ
る
と
い
う
仮
定
は
正
し
く
な
い
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
こ
の
よ
う
な

仮
定
に
よ
っ
て
危
険
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
な

る
お
そ
れ
は
な
い
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
」
と

い
う
記
述
か
ら
も
十
分
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

側
要
す
る
に
、
原
告
ら
は
、
い
か
な
る
微

量
の
放
射
線
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
放
出
す
る
原

子
力
発
電
所
は
そ
の
存
在
を
認
め
な
い
、
と
の
立

場
を
採
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
の
「
思

想
」
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
余
り
に
も
非
現
実

的
な
考
え
方
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

け
だ
し
、
人
類
が
自
然
界
と
の
共
存
を
図
り
、
こ

れ
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
に
今
日
ま
で
生
存
を

保
っ
て
き
た
の
は
、
自
然
界
に
無
限
と
も
い
い
得

る
ほ
ど
に
数
多
く
存
在
す
る
危
険
を
克
服
し
、
制

御
し
た
上
、
更
に
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
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ｂ
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っ
て
そ
の
発
展
を
図
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
も

い
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
人
類
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

必
要
と
す
る
と
い
う
事
実
が
否
定
し
得
な
い
も
の

で
あ
る
以
上
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
何
に
求
め

る
か
は
、
今
日
の
世
界
情
勢
、
経
済
事
情
等
々
に

関
す
る
総
合
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
高
度
に
専
門
的
、
政
策
的
な
課

題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
が
国
は
、
国
会
の
制
定

し
た
法
律
に
よ
っ
て
、
原
子
力
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

と
す
る
方
途
を
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
原
子
力
か

ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
方
法
と
し
て
原
子
炉
を
設

置
す
る
こ
と
を
定
め
た
の
で
あ
る
（
基
本
法
、
規

制
法
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
）
。
右
選
択
に
当
た
っ
て

は
、
当
然
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
に
よ
り
原
子
炉

施
設
の
周
辺
は
極
め
て
微
量
な
が
ら
放
射
線
に
被

ば
く
さ
れ
る
こ
と
が
本
来
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
原
告
ら
の
右
の
主
張
は
、
原
子
炉
を

設
置
し
て
原
子
力
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
す
る
立
法

政
策
そ
れ
自
体
を
批
判
す
る
に
帰
す
る
も
の
で
あ

り
、
本
件
許
可
処
分
に
よ
り
原
告
ら
が
い
か
な
る

権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
原

告
ら
は
本
件
許
可
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
原
告

適
格
を
有
す
る
も
の
と
認
め
得
る
か
、
と
い
う
被

告
の
提
起
し
た
問
題
点
を
解
明
す
る
の
に
役
立
つ

も
の
で
は
な
い
。

⑤
本
件
原
子
炉
の
構
造
は
、
他
の
加
圧
水

型
原
子
炉
と
特
段
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、

非
専
門
家
が
最
も
簡
明
に
本
件
原
子
炉
の
安
全
性

を
推
測
す
る
方
法
は
、
本
件
原
子
炉
と
同
型
の
原

子
炉
の
場
合
を
中
心
に
、
過
去
に
お
け
る
発
電
用

原
子
炉
の
運
転
実
績
、
特
に
故
障
な
い
し
は
事
故

の
態
様
及
び
そ
の
際
の
放
射
性
物
質
放
出
の
状
況

を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
な
構
造
・
機
能
を
有
す
る
発
電
用

原
子
炉
が
実
用
化
さ
れ
た
昭
和
二
九
年
ご
ろ
か
ら

現
在
ま
で
、
世
界
中
で
一
七
九
基
の
発
電
用
原
子

炉
が
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
軽
水

炉
は
三
二
基
で
あ
り
、
更
に
、
そ
の
う
ち
本
件

原
子
炉
と
基
本
的
に
同
型
の
加
圧
水
型
原
子
炉
は

六
六
基
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
電
用
原
子
炉
の
現

在
ま
で
の
運
転
実
績
は
一
○
○
○
炉
年
（
現
在
ま

で
に
運
転
さ
れ
た
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
年
数
を

合
計
し
た
も
の
）
を
超
え
て
お
り
、
そ
の
間
に
お

い
て
も
、
ま
た
、
そ
の
後
今
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
も
、
運
転
中
に
発
生
し
た
故
障
な
い
し
事
故
の

う
ち
周
辺
環
境
に
放
射
性
物
質
の
放
出
を
も
た
ら

し
た
も
の
の
数
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
く
、
し
か

も
、
そ
の
よ
う
な
故
障
な
い
し
事
故
の
場
合
で
あ

っ
て
も
そ
の
放
出
量
は
無
視
し
得
る
ほ
ど
極
め
て

わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
て
、
周
辺
環
境
に
影
響
を

も
た
ら
す
に
は
程
遠
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ

し
て
、
原
告
ら
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
周
辺
公
衆

に
放
射
線
障
害
を
与
え
る
よ
う
な
事
故
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
た
だ
の
一
度
も
起
こ
っ

て
い
な
い
。

⑥
な
お
、
原
子
炉
の
発
達
の
初
期
の
段
階

に
お
い
て
、
軽
か
ら
ざ
る
事
故
が
一
、
二
発
生
し

て
お
り
、
原
告
ら
は
こ
の
点
を
原
子
力
発
電
の
危

険
性
を
示
す
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
事
故
を
起
こ
し
た
原
子
炉
は
、

い
ず
れ
も
特
殊
な
目
的
の
下
に
建
設
さ
れ
た
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
生
産
炉
（
ウ
ィ
ン
ズ
ケ
ー
ル
原
子
炉
）

や
可
搬
型
軍
用
原
子
炉
（
Ｓ
Ｌ
ｌ
ｌ
原
子
炉
）
で

あ
る
。
今
日
の
発
電
用
原
子
炉
で
は
、
何
重
も
の

防
護
策
が
講
ぜ
ら
れ
、
何
ら
か
の
異
常
が
起
こ
つ
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て
も
事
故
に
至
る
は
る
か
事
前
の
段
階
で
防
止
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
右
の

ウ
ィ
ン
ズ
ケ
ー
ル
原
子
炉
や
Ｓ
Ｌ
ｌ
１
原
子
炉
に

お
い
て
は
何
ら
安
全
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
に
等
し
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら

の
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
例
を
も
っ
て
今
日
の
発

電
用
原
子
炉
の
安
全
性
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
自

体
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ン
ズ
ケ
ー
ル
原
子
炉
は
、
一

九
五
○
年
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
生
産
用
原
子
炉
と
し

て
作
ら
れ
た
空
気
冷
却
、
天
然
ウ
ラ
￥
黒
鉛
減

速
の
原
子
炉
で
あ
っ
て
、
燃
料
棒
を
冷
却
し
た
空

気
は
直
接
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
構
造
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
事
故
砥
、
一
．
九
五
七
年
右
原
子
炉
に

お
い
て
、
黒
鉛
の
歪
と
し
て
蓄
え
ら
れ
て
い
る
ウ

イ
グ
ナ
ー
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
放
出
操
作
中
、
燃
料
棒

が
急
速
に
加
熱
し
、
熱
に
よ
っ
て
露
出
し
た
ワ
ラ

ン
の
酸
化
を
も
た
ら
し
、
核
分
裂
生
成
物
が
大
気

中
に
放
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
風
下
方
向
五
○
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
お
い
て
約
六
週
間
に
わ
た

り
牛
乳
の
廃
棄
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

右
原
子
炉
の
構
造
は
、
本
件
原
子
炉
に
例
え
れ

ば
、
原
子
炉
を
冷
却
し
た
一
次
冷
却
水
を
直
接
環

境
に
放
出
す
る
構
造
と
い
え
る
が
、
現
在
の
発
電

用
原
子
炉
に
は
か
か
る
無
防
備
の
原
子
炉
は
な
い

の
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｓ
Ｌ
ｌ
ｌ
原
子
炉
は
、
飛
行
機
で
運
搬

す
る
こ
と
が
で
き
る
小
型
の
南
極
駐
と
ん
部
隊
用

の
電
源
と
し
て
設
計
さ
れ
た
特
殊
な
沸
騰
水
型
原

子
炉
で
あ
っ
て
、
制
御
棒
は
五
本
し
か
な
く
、
し

た
が
っ
て
、
制
御
棒
を
一
本
で
も
引
き
抜
く
と
、

た
ち
ま
ち
原
子
炉
が
臨
界
状
態
と
な
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
た
。
事
故
は
、
一
九
六
一
年
、
右
原
子 ！

炉
を
定
期
保
守
等
の
た
め
停
止
じ
、
修
理
作
業
等

を
行
っ
て
い
た
際
、
作
業
員
が
誤
っ
て
制
御
棒
を

引
き
抜
い
た
た
め
、
原
子
炉
が
暴
走
し
、
原
子
炉

内
の
圧
力
が
上
昇
し
て
、
原
子
炉
容
器
の
蓋
が
吹

き
飛
ば
さ
れ
、
原
子
炉
の
上
に
い
た
作
業
員
三
名

が
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
・
で
あ
る
（
な
お
、
右
原

子
炉
は
通
常
の
建
物
内
に
設
置
さ
れ
、
格
納
容
器

は
な
か
っ
た
が
、
建
物
が
格
納
容
器
の
働
き
を

し
、
建
物
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
ほ
わ
ず
か

で
あ
っ
た
。
）
。
こ
れ
に
対
し
、
現
在
の
発
電
用
原

子
炉
は
、
一
本
の
制
御
棒
を
引
き
抜
い
て
も
臨
界

に
な
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
仮
に
誤
っ
て
全
部

の
制
御
棒
を
引
き
抜
い
て
も
（
実
際
に
は
誤
っ
て

引
き
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
設
計
と
な
・
っ
て
い

る
。
）
、
暴
走
す
る
こ
と
は
な
い
。

例
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現

在
の
発
電
用
原
子
炉
で
は
、
た
と
え
異
常
な
状
態

が
生
じ
た
と
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た

種
々
の
安
全
対
策
が
効
を
奏
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
件
原
子
炉
に
お
い
て

仮
に
事
故
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に

周
辺
環
境
に
放
射
性
物
質
を
放
出
す
る
こ
と
は
な

く
、
ま
た
、
百
歩
譲
っ
て
周
辺
環
境
に
放
射
性
物

質
を
放
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
量
は
ご
く
わ
ず

か
で
あ
っ
て
、
周
辺
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

は
あ
り
得
な
い
こ
と
が
十
分
理
解
で
き
よ
う
。

⑧
な
お
、
本
件
原
子
炉
に
つ
い
て
は
、
昭

和
五
二
年
一
月
二
九
日
臨
界
に
達
し
た
後
、
各
種

試
験
の
実
施
が
す
べ
て
順
調
に
行
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
件
原
子
炉
が
設
計
ど
お
り

安
全
に
建
設
さ
れ
て
お
り
、
今
後
安
全
に
運
転
さ

れ
得
る
こ
と
を
裏
付
け
る
重
要
な
事
情
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
付
言

す
る
。

本
件
原
子
炉
は
、
全
設
備
及
び
全
シ
ス
テ
ム
の

機
能
試
験
を
経
た
後
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
八

日
に
は
燃
料
の
装
荷
を
完
了
し
、
更
に
、
各
種
安

全
系
統
の
試
験
等
を
繰
り
返
し
た
後
、
昭
和
五
二

年
一
月
二
九
日
に
は
、
核
分
裂
連
鎖
反
応
が
あ
る

一
定
の
割
合
で
継
続
す
る
い
わ
ゆ
る
臨
界
に
達
し

た
。

そ
の
後
、
出
力
分
布
測
定
試
験
、
制
御
棒
の
制

御
能
力
を
調
べ
る
試
験
、
放
射
線
を
実
測
す
る
試

験
等
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
本
件

原
子
炉
は
機
能
的
に
す
べ
て
所
期
の
性
能
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
莞
二
月
四
日
か

ら
は
原
子
炉
の
出
力
を
徐
々
に
上
げ
る
と
と
も
に

蒸
気
を
発
生
さ
せ
て
タ
ー
ビ
ン
。
発
電
機
を
回
転

さ
せ
、
同
月
一
七
日
か
ら
は
二
○
．
ハ
ー
セ
ン
ト
の

出
力
で
、
ま
た
、
同
月
二
七
日
か
ら
は
三
五
パ
ー

セ
ン
ト
の
出
力
で
、
更
に
三
月
二
○
日
か
ら
は
五

○
パ
ー
セ
ン
ト
の
出
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
蒸
気
発
生

器
水
位
試
験
、
原
子
炉
制
御
系
統
試
験
、
負
荷
し

ゃ
断
試
験
、
出
力
分
布
や
放
射
線
レ
ベ
ル
の
測
定

試
験
等
が
行
わ
れ
、
原
子
炉
及
び
発
電
設
備
と
も

す
べ
て
所
定
の
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
順
次

確
認
さ
れ
た
。

次
い
で
、
四
月
五
日
か
ら
同
月
二
二
日
ま
で
は

原
子
炉
を
停
止
し
た
上
各
種
機
器
の
状
態
が
入
念

に
点
検
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
機
器
に
お
い

て
も
異
常
の
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
、
再

び
同
月
二
三
日
か
ら
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
の
出
力
で

前
記
と
同
様
の
各
種
試
験
が
繰
り
返
し
行
わ
れ

た
。

⑨
非
専
門
家
に
お
い
て
原
子
炉
の
安
全
性

を
理
解
す
る
た
め
の
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
他
の

《

の
成
果
で
あ
る
。
そ
し
て
諺
壱
四
割
刻
刻
ム
ヅ
召
釧
副
詞

一
筈
は
、
原
子
炉
の
安
全
性
を
確
率
論
的
手
法
に
よ

っ
て
示
し
た
本
格
的
研
究
と
し
て
は
唯
一
の
も
の

で
あ
り
、
現
在
極
め
て
高
い
評
価
と
権
威
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
個
人
が

一
年
間
に
原
子
炉
事
故
に
遭
遇
し
て
死
亡
す
る
リ

ス
ク
は
、
原
子
炉
一
○
○
基
を
ひ
と
ま
と
め
と
し

て
も
五
○
億
分
の
一
で
あ
り
、
同
一
の
想
定
に
つ

き
自
動
車
事
故
が
四
○
○
○
分
の
一
、
火
災
が
二

万
五
○
○
○
分
の
一
の
リ
ス
ク
を
有
す
る
の
に
比
．

し
て
、
は
る
か
に
小
さ
い
。
こ
れ
を
炉
心
溶
融
事

故
を
想
定
し
て
別
の
形
で
表
現
す
れ
ば
、
原
子
炉

一
○
○
基
を
ひ
と
ま
と
め
と
し
て
考
え
て
も
、
一

度
に
一
○
人
以
上
の
死
亡
を
伴
う
事
故
発
生
の
確

率
は
三
万
年
に
一
回
で
あ
り
、
一
○
○
○
人
以
上

の
死
亡
を
含
む
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
一
○

○
万
年
に
一
回
で
あ
る
。
こ
の
値
は
、
一
個
の
唄

石
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
人
口
集
中
部
に
落
下
し

説
明
手
法
と
し
て
は
、
そ
の
リ
ス
ク
（
潜
在
的
危

険
性
）
を
確
率
論
的
手
法
に
よ
り
数
値
を
も
っ
て

示
す
方
法
が
あ
る
。
こ
の
点
で
ど
う
し
て
も
触
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
ス
ム
ッ
セ
ン
報
告

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
報
告
陸
原
子
炉
の

リ
ス
ク
（
事
故
の
起
こ
る
確
率
と
そ
れ
に
よ
っ
て

生
ず
る
被
害
の
大
き
さ
と
の
積
と
し
て
理
解
さ
れ

る
。
）
が
ど
の
程
度
に
な
る
か
を
、
他
の
人
為
的

危
険
又
は
自
然
災
害
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
‐
れ
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
原
子
力
委
員
会
（
Ａ
Ｅ

Ｃ
）
に
よ
っ
て
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学

（
Ｍ
Ｉ
ｒ
）
の
ラ
ス
ム
ッ
セ
ン
教
授
（
塁
．
ｐ

罰
画
、
日
口
器
ｇ
）
の
指
導
の
下
に
、
約
三
年
の
歳
月

と
約
四
○
○
万
ド
ル
の
経
費
を
費
や
し
て
、
多
く

の
科
学
者
。
技
術
者
を
動
員
し
て
行
わ
れ
た
研
究
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一
…

て
一
度
に
一
○
○
○
人
を
死
亡
さ
せ
る
確
率
と
一

致
し
て
い
る
。

側
と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
原
子
炉
の
安

全
性
を
確
率
論
的
手
法
に
よ
っ
て
示
す
方
法
に
は

誤
解
を
招
き
や
す
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
嘩
右
に

い
う
確
率
を
も
っ
て
、
想
定
さ
れ
た
事
故
が
必
ず

発
生
す
る
時
間
的
ひ
ん
度
を
示
す
も
の
と
し
て
誤

っ
て
受
け
取
ら
れ
る
お
そ
れ
が
な
く
は
な
い
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
右
に
い
う
確
率
は
、
「
宝
く
じ

が
当
た
る
確
率
」
な
ど
と
い
う
場
合
の
確
率
と
・
は

意
味
が
全
く
異
。
な
る
。
例
え
ば
、
想
定
さ
れ
た
事

故
の
発
生
す
る
確
率
が
一
○
○
万
年
に
一
回
で
あ

る
と
い
う
意
味
は
、
当
た
り
く
じ
が
一
○
○
万
本

に
一
本
あ
る
と
い
う
の
と
は
全
く
異
な
り
、
当
該

事
故
の
発
生
す
る
リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま

で
も
顕
在
的
で
な
い
、
潜
在
的
な
危
険
性
の
程
度

を
数
値
を
も
っ
て
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
換

言
す
れ
ば
、
そ
の
数
値
は
、
原
子
炉
の
有
す
る
リ

ス
ク
の
程
度
を
説
明
す
る
一
つ
の
手
段
や
い
わ
ば

「
方
便
」
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
一
○
○
万
年
に
一
回
起
こ
り
得
る
と
さ
れ

て
い
る
「
事
故
」
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
純
粋
に

頭
の
中
だ
け
で
、
す
な
わ
ち
観
念
的
に
想
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
右
程
度
の
発
生
確
率
を
有
す

る
に
す
ぎ
な
い
「
事
故
」
と
い
う
も
の
は
、
現
実

に
は
起
こ
り
得
な
い
と
い
っ
て
何
ら
差
し
支
え
な

②
原
告
ら
の
主
張
の
特
徴

前
項
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
既
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
本
件
原
子
炉
の
危
険
性
を
強
調
す

る
原
告
ら
の
主
張
は
、
極
め
て
具
体
性
を
欠
く
も

の
で
あ
る
が
、
本
件
訴
訟
の
論
点
、
特
に
原
告
適

格
の
有
無
に
関
す
る
論
点
を
明
確
に
す
る
意
味
か

ら
、
次
に
、
原
告
ら
の
主
張
全
般
に
共
通
す
る
特

徴
を
挙
げ
て
み
た
い
。

側
原
告
ら
の
主
張
は
、
一
般
的
・
抽
象
的

で
あ
る
。

ア
本
件
原
子
炉
の
危
険
性
を
強
調
す
る

原
告
ら
の
主
張
は
、
本
件
原
子
炉
固
有
の
欠
陥
あ

る
い
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
で
は
な
く
、
原

子
力
発
電
一
般
の
危
険
性
を
訴
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
許
可
処
分
の
手
続
的
違

法
と
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
も
、
原
子
力
行
政
一

般
の
在
り
方
、
ひ
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
一

環
と
し
て
の
原
子
力
政
策
の
当
否
を
う
ん
ぬ
ん
す

る
に
等
し
い
。

こ
こ
で
注
意
を
十
分
に
喚
起
し
た
い
の
は
、
原

告
ら
が
「
本
件
伊
方
原
子
炉
の
」
と
い
う
形
容
句
↓

を
頭
に
つ
け
て
い
る
指
摘
事
項
で
あ
っ
て
も
、
こ

れ
ら
は
す
べ
て
本
件
原
子
炉
固
有
の
問
題
を
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
℃
原
告

ら
は
、
本
件
訴
訟
を
通
じ
て
本
件
原
子
炉
に
関
す

る
資
料
、
情
報
を
多
く
入
手
し
得
た
こ
と
か
ら
、

本
件
原
子
炉
を
一
つ
の
例
に
と
っ
て
原
子
力
電
発

一
般
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
告
ら
の
こ
れ
ま
で
の
主

張
、
原
告
ら
の
提
出
に
係
る
書
証
等
の
証
拠
を
少

し
注
意
深
く
見
れ
ば
、
容
易
に
理
解
し
得
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
原
告
ら
ば
本

件
訴
訟
を
一
つ
の
「
象
徴
」
に
仕
立
て
よ
う
と
し

て
い
る
も
の
と
見
丈
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
立

地
、
敷
地
の
地
盤
の
適
合
性
に
つ
い
て
の
問
題
点

は
、
当
然
各
原
子
炉
に
固
有
の
も
の
も
存
在
す
る

は
ず
で
あ
る
が
、
原
告
ら
の
右
の
問
題
点
に
つ
い

て
の
主
張
も
、
原
告
ら
の
指
摘
す
る
よ
う
な
問
題

が
原
因
と
な
っ
て
い
か
な
る
原
子
炉
事
故
が
発
生

す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
壷
具
体
的
か
つ
合

理
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
結

局
、
右
主
張
は
、
「
原
子
力
発
電
は
そ
も
そ
も
危

険
で
あ
る
。
」
と
沖
う
ば
く
然
と
し
た
認
識
に
基

づ
く
抽
象
的
記
述
の
域
を
少
し
も
脱
し
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。

イ
原
告
ら
の
主
張
が
右
の
よ
う
に
一
般

的
。
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
の
根
本
的
原
因
は
、
再

三
述
べ
る
よ
う
に
、
原
告
ら
が
そ
も
そ
も
原
子
力

発
電
と
い
う
も
の
の
存
在
自
体
を
根
本
か
ら
否
定

ず
る
考
え
を
有
し
て
い
，
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
原
告

ら
は
、
原
子
力
発
電
技
術
の
状
況
の
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
い
と
す
る
立
場

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
告
ら

が
「
原
子
力
発
電
は
人
類
の
生
存
と
両
立
し
な

い
。
」
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
如
実
に
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
告
ら
は
基
本
法
は
憲
法
違

反
で
あ
る
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

も
原
告
ら
の
立
場
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
同
法
は
、
国
会
で
審
議
が
な
さ
れ
た
際
、

そ
の
当
時
の
与
党
・
野
党
を
含
む
全
党
の
一
致
で

可
決
さ
れ
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
法
の
成

立
に
よ
り
我
が
国
に
お
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と

し
て
原
子
力
を
積
極
的
に
利
用
す
る
旨
の
我
が
国

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
方
針
が
樹
立
さ
れ
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

法
律
の
合
憲
性
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
原
告
ら
の

主
張
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
我
が
国
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
に
お
け
る
原
子
力
発
電
の
存
在
そ
れ
自

体
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
政
策
的
立
場
に
原
告
ら

が
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ

る
が
、
原
告
ら
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
つ

の
「
思
想
」
と
し
て
は
あ
る
い
は
成
り
立
ち
得
る

’

に
も
せ
よ
、
前
に
述
べ
た
裁
判
所
の
本
来
的
機
能

に
照
ら
せ
ば
、
原
告
ら
が
右
の
よ
う
な
「
政
策
的

立
場
」
な
い
し
は
「
思
想
」
に
対
す
る
是
非
の
判

断
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
自
体
そ
も
そ
も
無
理

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

原
告
ら
の
右
の
よ
う
な
「
思
想
」
の
根
底
を
流

れ
る
重
要
な
基
本
的
観
念
と
見
ら
れ
る
の
は
、
原

子
力
発
電
の
原
理
は
原
子
爆
弾
の
爆
発
原
理
と
共

通
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
広
島
」
、
「
長
崎
」
ば
、
日
本
国
民
全
体
の
、

ひ
い
て
は
人
類
の
大
き
な
悲
劇
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
日
本
の
原
子
力
開
発
・
利
用
に
と
っ
て
も
大

き
な
不
幸
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の

は
、
日
本
に
お
い
．
て
は
、
こ
の
不
幸
な
体
験
の
ゆ

え
に
、
原
子
力
開
発
・
利
用
に
関
す
る
す
べ
て
の
問

題
に
対
し
て
国
民
の
冷
静
な
目
が
失
わ
れ
勝
ち
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ｄ
Ｕ
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原
子
爆
弾
と
発
電
用
原
子
炉
と
を
比
較
し
た
場

合
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
取
り
出
し

方
詞
す
な
わ
ち
、
実
際
の
核
分
裂
の
仕
方
は
相
互

に
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者

は
い
う
ま
で
も
な
く
爆
発
を
本
来
の
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
爆
発
と
は
無
縁
の
も
の

で
、
継
続
的
に
一
定
の
熱
を
取
り
出
す
機
構
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
更
に
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
原

子
爆
弾
に
用
い
ら
れ
る
ウ
ラ
ン
は
、
発
電
用
原
子

炉
の
核
燃
料
に
用
い
ら
れ
る
ウ
ラ
ン
に
比
べ
て
核

分
裂
を
起
こ
す
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
含
有
量
が
桁
違

い
に
大
き
く
、
・
発
電
用
原
子
炉
の
核
燃
料
の
ウ
ラ

ン
二
三
五
の
含
有
量
が
せ
い
ぜ
い
二
な
い
し
四
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
原
子
爆
弾
は
ほ

ぼ
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
原
子
爆
弾
は
い
わ
ば
ネ
ズ
ミ
算
的
に
核
分

６
８
▲
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